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子
勤
十
二
曲
と
大
加
耶
連
盟

田

中

俊

明

は

じ

め

に

一
子
勧
関
係
史
料
の
整
理

二
コ
ニ
園
史
記
』
の
「
加
耶
」

三
「
加
耶
園
L

の
寅
陸

四

嘉
悉

王
と
荷
知

五
子
動
十
二
曲
の
意
味

六
子
紛
の
生
涯
と
大
加
耶
連
盟
の
推
移

お

わ

り

に
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t土

じ

め

柴
師
子
勤
に
命
じ
て
加
耶
琴
の
曲
を
十
二
曲
、
作
ら
せ
た
、
と
い
う
。

を
子
劫
十
二
曲
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
曲
の
も
つ
一
意
味
、
お
よ
び
子
勤
の
生
涯
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
、
高
霊
の
大
加
耶
園
(
以
下
、

(
1
)
 

皐
に
大
加
耶
図
と
す
る
場
合
も
こ
れ
を
指
す
)
を
中
心
と
す
る
加
耶
諸
園
連
盟
(
以
下
、
大
加
耶
連
盟
と
よ
ぶ
〉
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
。

(

2

)

 

そ
こ
で
、
特
に
加
耶
諸
閣
の
政
治
過
程
を
追
究
す
る
立
場
か
ら
、

子
勤
を
め
ぐ
る
問
題
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

『一
二
園
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
加
耶
園
の
嘉
悉
(
嘉
賀
)
王
が
、

そ
れ



子
動
関
係
史
料
の
整
理

(
3〉

子
勤
に
つ
い
て
、
『
三
園
史
記
』
が
ど
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
か
、
ま
ず
闘
係
史
料
を
提
示
し
て
お
く
。
所
見
は
、
新
羅
本
紀
の
員
輿
王
一

二
年
(
五
五
一
)
僚
と
一
三
年
(
五
五
二
)
僚
、
お
よ
び
繁
志
の
加
耶
琴
僚
の
三
箇
所
で
あ
る
が
、
繁
志
の
記
事
は
内
容
的
に
二
分
さ
れ
る
た
め
、

A
J
D
と
し
て
提
示
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
、
行
論
の
便
宜
上、

(
a
x
b
)
の
よ
う
に
細
分
し
て
示
す
。

A 

コ
ニ
園
史
記
』
巻
四
・
新
羅
本
紀
第
四
・
員
輿
王
一
二
年
(
五
五
一
)
佼

(

a

)

三
月
、

王
巡
守
(
狩
〉
し
娘
城
に
次
り
、
千
(
子
)
勤
及
び
其
の
弟
子
尼
文
の
一
音
楽
を
知
る
を
聞
き
、
特
に
之
を
喚
ぶ
。
玉
、
河
臨
宮

に
駐
し
、
其
の
繁
を
奏
せ
し
む
。
二
人
、
各
々
新
歌
を
製
し
て
之
を
奏
す
。

(
b
〉
是
れ
よ
り
先
、
加
耶
園
の
嘉
悉
玉
、
十
二
弦
の
琴
を
製

し
、
以
て
十
二
月
の
律
を
象
る
。
乃
ち
干
(
子
〉
勤
に
命
じ
、
其
の
曲
を
製
せ
し
む
。
(
C
〉
其
の
園
蹴
る
る
に
及
び
、
祭
器
を
操
り
て
我
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に
投
ず
。
其
の
築
、
加
耶
琴
と
名
づ
く
。

B 

『
三
園
史
記
』
各
四
・
新
羅
本
紀
第
四
・
員
輿
王
二
二
年
(
五
五
二
)
篠

(
a
〉
玉
、
階
古
・
法
知
・
高
徳
の
三
人
に
命
じ
、

繁
を
干
(
子
〉
勤
に
拳
ば
し
む
。

千
(
子
)
勤
、
其
の
人
の
能
く
す
る
所
を
量
り
、

階

古
に
敬
う
る
に
琴
を
以
て
し
、
法
知
に
敬
う
る
に
歌
を
以
て
し
、
高
徳
に
敬
う
る
に
舞
を
以
て
す
。
(
b

)

業
成
り
、

王
、
命
じ
て
之
を
奏

せ
し
む
。

日
わ
く

「
前
の
娘
城
の
一
一耳目
と
異
な
る
無
し
一
と
。
厚
く
駕
を
賞
す
。

C 

『
三
園
史
記
』
巻
三
二
・
繁
志
・
加
耶
琴
候
所
引
「
羅
古
記
」

(

a

)

加
耶
園
の
嘉
賞
玉
、
唐
の
楽
器
を
見
て
之
を
造
る
。
王
、
以
謂
え
ら
く
、
「
諸
園
の
方
言
、
各
々
整
昔
を
異
に
す。

宣

一
つ
に
す
べ

け
ん
や
」
と
。
乃
ち
楽
師
た
る
省
熱
厭
人
子
勤
に
命
じ
て
十
二
曲
を
造
ら
し
む
。
(
b

)

後
ち
子
勤
、
其
の
園
の
賂
に
飽
れ
ん
と
す
る
を
以

て
、
祭
器
を
捕
え
て
新
羅
の
員
輿
王
に
投
ず
。
玉
、
之
を
受
け
、
園
原
に
安
置
す
。
〈
C

)
乃
ち
大
奈
蹴
注
知
・
階
古
、
大
舎
高
徳
を
遣
わ
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し
て
其
の
業
を
俸
え
し
む
。
三
人
、
既
に
十
一
曲
を
俸
う
。
相
謂
い
て
日
わ
く
、

「
此
れ
繁
に
し
て
且
つ
淫
な
り
。
以
て
雅
正
と
震
す
ベ
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日
わ
く

か
ら
ず
」
と
。
遂
に
約
し
て
五
曲
と
魚
す
。
(

d

)

子
劫
始
め
駕
を
聞
き
て
怒
る
も
、
其
の
五
種
の
一
音
を
聴
く
に
及
び
、
一
俣
を
流
し
歎
じ
て

「
楽
に
し
て
流
な
ら
ず
。
京
に
し
て
悲
な
ら
ず
。
正
と
謂
う
べ
き
な
り
。
爾
、
其
れ
之
を
王
の
前
に
奏
せ
」
と
。
王
、
之
を
聞

き

て

大

い

に

悦

ぶ

。

諌

臣

献

議

す

ら

く

、

「

加

耶

王

、

淫

範

し

て

自

ら

滅
ぶ
。
策
、
何
ぞ
罪
あ
ら
ん
。
蓋
し
聖
人
の
祭
を
制
す
る
は
、
人
情
に
縁
り
て
以
て
持
簡
を
信
用
さ
ん
と
す
。
閣
の
理
能
は
、
呈
一
日
調
に
由
ら

「
加
耶
亡
園
の
昔
、
取
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
王
日
わ
く

ず
」
と
。
遂
に
之
を
行
い
、
以
て
大
築
と
鴛
す
。

D 

『
三
園
史
記
』
巻
三
二
・
築
士山

・
加
耶
琴
係

干
(
子
)
鞠
製
す
る
所
の
十
二
曲
、

思
勿
と
日
い
、
六
を
勿
慧
と
日
い
、
七
を
下
奇
物
と
日
い
、

一
を
下
加
羅
都
と
日
い
、
こ
を
上
加
羅
都
と
臼

い、

一
を
賓
伎
と
固
い

四
を
達
巳
と
日
い
、
五
を

八
を
師
子
伎
と
日
い
、
九
を
居
烈
と
日
い
、
十
を
沙
八
今
と
日
い
、
十
一
を

爾
赦
と
日
い
、
十
こ
を
上
奇
物
と
日
う
。

と
C
で
あ
る
が
、

C
に
「
嘉
貫
王
」
と
あ
る
の
に
封
し
、

A
で
は
「
嘉
悉
王
」
、

C
に
「
注
知
」
と
あ
る
の
に
劃
し

B
で
は
「
法
知
」
と
あ

一 122ー

こ
の
う
ち
A
と
B
は
一
連
の
史
料
で
あ
り
、

C
は
「
羅
古
記
」
つ
ま
り
新
羅
の
古
い
記
録
に
基
づ
く
も
の
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の

A
-
B

る
。
前
者
は
一
音
通
、
後
者
は
筆
潟
・
板
刻
等
の
誤
り
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
人
物
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う

に
、
若
干
の
異
同
が
あ
り
、
そ
れ
は
内
容
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

ま
っ
た
く
同
じ
系
統
の
史
料
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
も

D
は、

十
二
曲
の
曲
名
で

洩
る
が
、
そ
れ
は
別
に
し
て
A
・
B
も
ほ
ぼ
同
様
に
、
新
羅
の
古
記
録
を
典
援
と
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

あ
る
が

新
羅
で
は
C

(

C

)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

そ
れ
を
五
曲
に
約
し
て
奏
し
た
の
で
あ
り
、

十
二
曲
と
し
て
奏
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

記
し
た
だ
け
の
、

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
新
羅
の
古
記
録
に
依
接
す
る
と
し
て
も
、
新
羅
的
改
襲
は
考
え
が
た
く
、
子
勤
の
博
え
た
「
加
耶
園
」
で
の
呼
び
名
を
縛

ほ
ん
ら
い
の
表
記
を
残
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
B
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
年
次
に
繋
け
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
み
れ
ば
、
数
年
聞
に
わ
た
る
事
買
を
記
し
て
お
り
、
時
間
の
経
過
に

し
た
が
っ
た
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
黙
C
は
、
紀
年
は
な
い
が
、
時
間
の
経
過
に
し
た
が

っ
て
い
る
よ
う
で
、

こ
れ
を
基
に
し
て
整
理
す



残
る
が
、

C
(
d
〉と
B
(
b
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
封
躍
し
て
い
る
と
い
え
る
。

A
(
a
〉が

(
4
)
 

C
(
b
〉
に
「
園
原
に
安
置
し
た
」
と
み
え
、
そ
の
園
原
〈
忠
清
北
道
忠
州
市
)
と
A
(
a
〉
に
王
が
次
っ
た
と
み
え
る
「
娘
城
」

(
H
娘
管

(
5〉

滅
。
忠
清
北
道
清
州
市
)
と
は
近
い
位
置
に
あ
る
(
掴
1
参
照
〉
。

れ
ば
、

C
(
a
〉と
A
(
b
)、
C
(
b
〉と
A

(

C
〉、

C
(
C
)
と
B
(
a
〉、

C

(

b
〉
↓
A
(
a
)↓
C
(
C
)
と
い
う
推
移
を
想
定
す
れ
ば
、
園
原
に

安
置
さ
れ
た
子
勤
を
、
巡
狩
し
て
娘
城
に
次
っ
た
王
が
召
し
だ
し
て
祭
を
演
奏
さ
せ
た
、
と
い
う
よ
う
に
、
事
賓
の
推
移
が
明
確
に
把
握
で
き

そ
こ
で
、

る
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、
次
の
よ
う
な
経
緯
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

子
動
は
も
と
「
省
熱
鯨
」
の
人
で
、
「
加
耶
園
」
の
嘉
悉
(
嘉
貧
)
王
の
命
に
よ
っ
て
十
二
曲
を
製
し
た
。

(
6〉

〔
弟
子
尼
文
と
と
も
に
〕
祭
器
を
も
っ
て
新
羅
・
員
輿
王
に
投
じ
た
。

(

1

)

 

(

2

)

 

そ
の
園
が
乱
れ
て
き
た
の
で
、

(

3

)

 

員
輿
王
は
、
子
勤
〔
お
よ
び
弟
子
の
尼
文
〕
を
園
原
に
安
置
し
た
。

王
が
巡
狩
し
、
娘
城
に
次
っ
た
際
、
園
原
の
子
勤
お
よ
び
弟
子
の
尼
文
を
河
臨
宮
に
召
し
だ
し
て
、
集
を
演
奏
さ
せ
た
。
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(

4

)

 

(

5

)

 

〔
そ
れ
に
感
動
し
た
〕
王
は
、
注
知
(
法
知
〉
・
階
古
・
高
徳
の
三
人
に
命
じ
て
、
子
勤
に
祭
を
皐
ば
せ
た
。

ハ
6
)

子
勤
は
、
三
人
の
能
力
に
臨
応
じ
て
、
階
古
に
琴
、
法
知
に
歌
、
高
徳
に
舞
を
数
え
た
。

(

7

)

 

三
人
は
、
十
二
曲
が
繁
で
あ
り
且
つ
淫
で
あ
る
と
、
約
し
て
五
曲
に
し
た
。

(

8

)

 

子
勤
は
は
じ
め
怒
っ
た
が
、
そ
れ
を
騎
拓
い
て
涙
を
流
し
て
歎
じ
、

王
の
前
で
演
奏
し
て
も
よ
い
と
の
許
可
を
輿
え
た
。

(

9

)

 

三
人
は
王
の
前
で
そ
れ
を
演
奏
し
た
。

(

叩

)

王
は
、
娘
城
で
聴
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
、
大
レ
に
悦
ん
だ
。

(

日

)

「
加
耶
亡
閣
の
一
音
、
取
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
っ
た
が
、

王
は
「
加
耶
王
は
淫
鈍
し
て
滅
ん
だ
の
で
あ
り
、
楽
に
は

諌
臣
が
、

罪
は
な
い
」
と
し
り
ぞ
け
、
新
羅
の
大
祭
と
し
た
。

以
上
の
逼
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、

A
-
B
の
係
年
を
考
え
て
み
よ
う
。

A
は
、
も
と
も
と
「
是
れ
よ
り
先
」
と
い
う
形
で
、
時
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聞
を
遡
っ
た
記
述
も
し
て
い
る
た
め

員
輿
王
二
一
年
(
五
五
一
)
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
な
く
、

(

4

)

で
あ
る
と
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
到
し

B
は

(

5

)

以
下
の
内
容
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が

(

6

)

は
同
年
の
こ
と
と
み
て
も
さ
し
っ
か
え
な

ぃ
。
B
(
b
〉
の
「
業
が
成
っ
た
」
と
い
う
の
は
(

8

)

に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
同
年
の
こ
と
と
み
る
よ
り
は
、
何
年
か
経
過
し
て
か

ら
と
み
る
ほ
う
が
無
理
が
な
い
で
あ
ろ
う
(
後
述
)
。

も
ち
ろ
ん
、

た
と
え
ば
「
唐
の
祭
器
」

(

C

(

a

)

)

と
い
う
よ
う
な
年
代
的
に
合
わ
な
い
語
も
み
ら
れ
、

「
唐
」
は
記
録
し
た
新
羅
人
の
認
識
で
、
単
に
中
園
を
一か
す
と
み
る
こ
と
も
で

そ
も
そ
も
説
話
的
内
容
で
あ
る
た

め
、
係
年
に
と
ら
わ
れ
ず
に
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、

き
ょ
う
し
、

一
鹿
、
可
能
な
限
り
は
、
記
さ
れ
た
ま
ま
に
考
え
て
み
る
の
が
常
道
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
、
も
う
少
し
、
内
容
に
即
し
て
貫

年
代
そ
の
他
を
考
え
て
み
た
い
。

考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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『
三
園
史
記
』
の
「
加
耶
」

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
嘉
悉
童
却
負
〉
王
の
「
加
耶
園
」
が
い
っ
た
い
ど
こ
で
あ
る
の
か
、

そ
の
検
討

は
、
子
勤
の
史
料
に
卸
し
て
な
さ
れ
る
の
が
、
正
賞
で
あ
る
が

そ
の
前
一
に
、

嘗
一該
記
事
は

『
三
園
史
記』

に
み
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら

『
一
二
園
史
記
』
に
お
い
て

一
般
に
「
加
耶
」
と
い
う
表
記
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、

『
一
二
園
史
記
』
に
は
「
加
耶
」
の
ほ
か

「
伽
耶
」

「
加
羅
」

「
伽
落
」

一
躍
の
把
握
を
し
て
お
き
た
い
。

(

7

)

 

「
加
良
」
な
ど
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
表
記
を
問
わ
ず

す
べ
て
同

一
の
加
耶
園
を
指
す
と
い
う
わ
け
で
な
く
、

ま
た
同
じ
表
記
で
あ
っ
て
も
同

一
の
加
耶
園
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

指
し
て
い
る
質
世
が
明
ら
か
な
、
次
の
例
を
逼
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

E
(
a〉

金
海
小
京
、
古
え
の
金
官
固
な
り

【一

に
伽
落
園
と
云
い
、

一
に
伽
耶
と
云
う
}
(
径
三
四
・
地
理
士
山

一・

良
州

・
金
海
小
京
僚
)
。

(
b

)
 

首
露
、
:
:
:
其
の
地
に
至
り
園
を
聞
き
蹴
し
て
加
耶
と
日
う
(
巻
四

一・

列
俸

一・

金
庚
信
上
)
。

(
C
〉

〔
法
輿
王
〕
九
年
春
一
一
一
月
、

加
耶
園
王

使
を
〔
新
羅
に
〕
遣
わ
し
婚
を
請
う
。

王

伊
凌
比
助
夫
の
妹
を
以
て
之
を
迭
る



(
巻
四
・
法
輿
王
九
年
燦
)
。

(

d

)

 

員
輿
玉
、
伊
喰
異
斯
夫
に
命
じ
て
加
羅
{
一
に
加
耶
に
作
る
}
閣
を
襲
わ
し
む
(
巻
四
四
・
列
停
四
・
斯
多
含
)
。

〔
奈
解
尼
師
今
〕
十
四
年
秋
七
月
、
浦
上
八
園
謀
り
て
加
羅
を
侵
す
。

加
羅
王
子
衆
た
り
て
救
い
を
請
う
(
窒
一
・
奈
解
尼
師
今

(

e

)

 

一
四
年
傑
)
。

(

a

)

(

b

)

は
金
官
園
、
(

C

)

(

d

)

は
大
加
耶
園
、

(

e

)

は
安
羅
園
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
(

C

)

(

d

)

(

e

)

に
つ
い
て

は
、
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
(

C

)

は、

『
新
増
東
園
輿
地
勝
寛
』
巻
二
九
・
吉
岡
霊
腕
・
建
置
沿
革
僚
の
分
註
に
引
く
雀
致
遠
の

『
樟
順
醸
俸
』
に
「
大
伽
仰
園
の
月
光
太
子
は
乃
ち
正
見
の
十
世
の
孫
な
り
。
父
を
異
脳
王
と
固
い
、
婚
を
新
羅
に
求
め
、
夷
祭
比
枝
輩
の
女

を
迎
え
て
太
子
を
生
む
」
と
あ
り
、
既
に
贋
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
伊
凌
比
助
夫
」
と
「
夷
祭
比
枝
輩
L

が
同
じ
と
み
ら
れ
、
「
妹
」

と
「
女
」
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
同
じ
事
貫
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
(

C

)

の
「
加
耶
園
王
」
と
は
大
加
耶
聞
の
王
で
あ
り
、

(
8〉

し
か
も
異
脳
王
と
い
う
名
ま
で
わ
か
る
こ
と
に
な
る
。

(
d
〉は
、
新
羅
本
紀
の
員
輿
王
二
三
年
(
五
六
二
〉
僚
と
封
鷹
す
る
も
の
で
、
大
加
耶
園

(
9
)
 

の
滅
亡
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
〈

e
〉は、

『
三
園
史
記
』
巻
四
八

・
列
俸
八
・
勿
稽
子
に
「
時
に
八
浦
上
園
同
に
謀
り
て
阿
羅
園
を
伐
つ
。

(
叩
〉

阿
羅
、
便
し
て
来
た
り
て
救
い
を
請
う
」
と
い
う
封
麿
記
事
が
あ
り
、
こ
ち
ら
に
「
阿
羅
園
」
(
す
な
わ
ち
安
羅
図
〉
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
か

(

日

)

ら
す
れ
ば
、
(

e

)

の
「
加
羅
」
は
阿
羅
H
安
羅
を
指
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

(
a
〉
(
b
〉
で
は
、
金
官
園
が

「
伽
落
園
」
「
伽
耶
」
「
加
耶
〔
園
〕
」
な
ど
と
よ
ば
れ
た
こ
と
を
記
し
、

(
c
x
d
)
で
は
、
大
加
耶
園
を
「
加

-125ー

耶
園
」

「
加
羅
園
」
、
(

e

)

で
は
安
羅
園
を
「
加
羅
」
と
表
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
加
耶
」
は
金
官
圏
に
も
大
加
耶
園
に
も
、
ま
た

「
加
羅
」
は
大
加
耶
園
に
も
安
羅
園
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

寅
態
、

つ
ま
り
「
加
耶
園
」

『
三
園
史
記
』
に
限
っ
て
も
、
決
し
て
一
義
的
に
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、
首
時
の

(
そ
の
異
表
記
も
含
む
)
と
は
決
し
て
一
園
に
限
っ
た
呼
稽
で
は
な
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
、
と
い
え
る
。

そ
の

以
上
の
よ
う
に
、

765 

こ
と
自
睦
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
金
官
園
・
大
加
耶
園
・
安
羅
園
の
三
園
以
外
に
は
、
単
に
「
加
耶
園
」



766 

(
そ
の
異
表
記
も
含
む
)
と
表
記
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
事
責
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
も
う
一
貼
指
摘
す
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
安
羅
固
に
つ
い
て
は
、

(
ロ
〉

記
そ
の
も
の
で
は
、
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
局
、
首
一
該
の
「
加
耶
園
」
に
つ
い
て
、
車
純
に
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

「
加
耶
園
」
と
い
う
表

R-
p--、

争

J
サ
J

や
や

E
規
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
意
見

ら
「
加
耶
郡
」

一
二
三
年
か
ら
四
八

O
年
ま
で
は
、
ま
っ
た
く
現
わ
れ
な
い
。

「
加
良
」
が
一
回
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
加
耶
山
」
を
除
外
す
る
と
、
そ
の
う
ち

一
三
固
ま
で
が
、
一
一
一
一
一
年
以
前
に
、
残
る
七
回
が
四
八
一
年
以
降
に
係
年
さ
れ
、

「
加
耶
」
史
料
の
特
異
な
空
白
朕
態
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
加
耶
」
が
二
三
回

「
加
羅
」
が
二
回
、

「
加
耶
」

の
な
か
か

が
あ
る
。
新
羅
本
紀
に
限
れ
ば
、

「
加
羅
」

「
加
良
」

を
含
め
て
も
、
そ
の
朕
態
は
か
わ
ら
な
い
。
こ
の
問
、
新
羅
と
加
耶
が
ま
っ
た
く
関
わ
り
が
な
く
、
史
料
の
空
白
朕
態
は
そ
れ
を
反
映
し
て
い

(

日

〉

る
、
と
み
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
史
料
の
残
り
か
た
、
記
さ
れ
か
た
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
黙
は
さ
て
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
史
料
航
況
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
を
前
半
と
後
半
の
二
群
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
括
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
前
牢
の
「
加
耶
」
(
「
加
羅
」
二
例
も
含
む
)
は
金
官
園
、
後
半
の
「
加
耶
」

(
日
比
〉

と
み
な
す
の
で
あ
る
。

(
「
加
良
」
も
含
む
)
は
高
霊
の
大
加
耶
園
を
指
し
て
い
る

-126ー

(

日

)

わ
た
し
は
、
前
半
に
つ
い
て
は
疑
問
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
の
関
心
は
、
子
勤
の
記
事
が
含
ま
れ
る
後
宇
部
で
あ

る
。
そ
の
場
合
の
根
擦
と
い
え
る
も
の
は
、
第
一
に
、
後
牟
の
「
加
耶
」
の
な
か
に
、
上
に
あ
げ
た
(

C

)

の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
大
加
耶
闘
を

指
す
も
の
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
金
官
閣
の
場
合
、
巻
四
・
法
輿
王
一
九
年
(
五
一
ニ
二
)
僚
の
滅
亡
の
記
事
の
み
で
は
あ
る
が
、
「
加
耶
園
」
で

つ
ま
り
「
加
耶
園
」
と
は
匡
別
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
後

半
の
「
加
耶
」
記
事
群
は
一
連
の
も
の
で
、
そ
こ
に
み
え
る
「
加
耶
」
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
が
な
い
以
上
、
確
か
な
根
擦
と

(

凶

)

ま
で
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
個
別
的
に
異
論
が
現
わ
れ
る
の
も
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
つ
の
史
書
の
な
か
で
、
し
か
も
近
接
す
る
箇
所

一
義
的
に
み
て
整
合
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の
立
場
を
採
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
後
半
に

は
な
く
「
金
官
園
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と

に
登
場
す
る
同
じ
表
記
の
語
に
つ
い
て



つ
い
て
は
、
そ
う
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。

「
加
耶
園
」
の
貫
睦

で
は
、
嘗
一
該
の
「
加
耶
園
」
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
、
子
勤
の
史
料
に
即
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
買
は
こ
れ
は
、
早
く
か
ら
問
題
に

な
っ
て
い
た
よ
う
で

『
新
増
東
園
輿
地
勝
覚
』
巻
二
九
・
高
霊
鯨

・
古
跡
・

琴
谷
僚
の
分
註
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

伽
仰
園
の
嘉
悉
王
の
柴
師
子
助
、
中
園
秦
等
を
象
り
て
琴
を
製
し
、
伽
郷
琴
と
競
す
。
豚
の
北
三
里
に
地
の
琴
谷
と
名
号
つ
く
る
有
り
。
世

工
人
を
率
い
琴
を
購
う
の
地
な
り
」
と
。
或
い
は
云
わ
く
、
「
此
の
琴
、
金
海
の
伽
仰
園
よ
り
出
づ
」
と
。
但
だ
金
海

の
伽
側
、
世
々
代
々
嘉
悉
王
と
稿
す
る
者
無
し
。
恐
る
ら
く
は
此
れ
よ
り
出
づ
る
を
是
と
帰
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
霊
鯨
に

「琴
谷
」
と
い
う
古
跡
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

子
勤
が
工
人
を
率
い
て
や

っ
て
き
て
琴
を
習
っ
た
地
で
あ
る
、

と
す
る
俸
承
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
嘉
悉
王
の
「
加
耶
園
」
に
つ
い
て
、
金
海
の
加
耶
園
つ
ま
り
金
官
園
と
す
る
意
見
も
あ
っ

ん
立
博
ぅ
。

「勤、

た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
勝
覧
』
編
者
は
、
金
官
園
に
嘉
悉
王
と
稿
す
る
王
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
援
に
し
て
、
高
霊
の
加
耶
園
を
指
す
と
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み
る
の
が
よ
い
、
と
し
て
い
る
が
、

『
勝
賢
』
の
首
時
に
お
い
て
、
嘉
悉
王
の
「
加
耶
園
」
を
高
霊
の
大
加
耶
固
と
み
る
か
、
金
官
閣
と
み
る

か
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(

げ

〉

(

四

)

(

悶

〉

(
m
m
)

現
在
に
お
い
て
も
な
お
、
そ
れ
を
高
霊
の
大
加
耶
園
と
み
る
か
、
金
官
園
と
み
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
外
(
た
と
え
ば
安
羅
園
)
か
、
で
一
意一

見
が
封
立
し
て
い
る
。
『
三
園
史
記
』
に
限
ら
な
い
で
康
く
み
て
も
、
車
に
「
加
耶
園
」
(
伽
耶
・
加
羅
そ
の
他
、
表
記
は
間
わ
な
い
)
と
よ
ば
れ

(

紅

)

た
こ
と
の
あ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
金
官
園
・
大
加
耶
園
以
外
に
、
安
羅
園
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
三
園
の
い
ず

れ
か
と
考
え
る
の
が
常
識
的
な
剣
断
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
張
断
は
さ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
高
霊
に
「
琴
谷
」
の
よ
う
な
停
承
地
が

(幻
)

(

m

A

)

あ
る
こ
と
を
根
擦
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

『
勝
覧
』
の
編
者
の
よ
う
に
、
金
官
園
に
嘉
悉
王
と
稿
す
る
王
が
い
な

(
M
)
 

い
、
と
い
う
こ
と
を
根
接
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
官
園
の
知
り
う
る
王
名
の
う
ち
、
吹
希
王
は
一

767 
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(
お
)

名
叱
嘉
で
あ
り
、
こ
の
「
叱
嘉
」
を
誤
記
と
み
て
、
嘉
悉
王
に
あ
た
る
と
み
る
考
え
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
子
勤
の
史
料
に
卸
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
次
の
三
貼
を
て
が
か
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
(
イ
)

子
勤
は
「
省
熱
腕
」
出
身
で
あ
る
。

(

ロ

)

子
勤
は
そ
の
園

(
H
「加
耶
図
」
〉
が
凱
れ
て
き
た
の
で
、
新
羅
・
員
輿
王
に
投
じ
た
。

階
古
ら
が
員
輿
王
の
前
で
演
奏
し
た
時
に
は
、
既
に
「
加
耶
園
」
は
滅
亡
し
て
い
た
。

こ
の
う
ち
(
ロ
〉
(
ハ
〉
で
示
す
よ
う
に
、
こ
の
「
加
耶
園
」
は
、
子
勤
が
新
羅
に
投
じ
た
の
ち
に
滅
ん
だ
の
で
あ
る
。
子
助
が
投
降
し
た
年
次

(

ハ

)

は
、
五
五
一
年
以
前
で
あ
る
こ
と
以
外
明
確
で
は
な
い
が
、
員
輿
王
に
投
降
し
た
と
す
れ
ば
、
在
位
は
五
四

O
年
J
五
七
六
年
で
あ
る
か
ら
、

羅
が
園
原
を
確
保
し
て
か
ら
の
ち
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

幻

)

は
、
そ
れ
ま
で
高
句
麗
領
で
あ
っ
た
か
ら
、
新
羅
領
と
な
っ
た
と
同
時
か
、
直
後
に
、
あ
る
い
は
従
民
の
一
環
と
し
て
、
安
置
し
た
と
い
う
こ

五
四

O
年
J
五
五
一
年
の
聞
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
投
降
し
て
き
た
子
勃
を
、
園
原
に
安
置
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
新

(
お
)

そ
れ
は
五
四

0
年
代
の
半
ば
以
降
、

と
す
れ
ば

園
原

-128-

と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
「
加
耶
園
」
滅
亡
の
上
限
は
、

五
四

0
年
代
半
ば
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
っ
ぽ
う
下
限
は
、
階
古
ら
が
員
輿
王
の
前
で
演
奏

し
た
時
で
あ
る
が
、
皐
び
は
じ
め
た
の
は
五
五
二
年
で
あ
る
。
子
勤
が
許
可
を
興
え
る
ま
で
に
ど
の
く
ら
い
の
時
日
を
要
し
た
か
、
も
と
よ
り

明
ら
か
で
は
な
い
が
、

一
J
二
年
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

王
の
前
で
の
演
奏
は
早
く
と
も
、

五
五

0
年
代
後
半
で
あ
ろ
う
。
上

記
の
よ
う
に
、
王
は
五
七
六
年
ま
で
在
位
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
首
然
そ
れ
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
分
立
し
て
い
た
加
耶
諸
園
が
最

終
的
に
消
滅
す
る
の
は
、
大
加
耶
園
滅
亡
の
五
六
二
年
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
下
限
は
、

五
六
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

m
ぬ
〉

さ
て
そ
う
で
あ
れ
ば
、
金
官
園
は
、
遅
く
と
も
五
三
二
年
に
は
、
新
羅
に
完
全
に
降
伏
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
加
耶
園
」
に
は

つ
ま
り
、
子
勅
の
史
料
を
通
し
て
み
る
限
り
、
「
加
耶
園
」
は
金
官
園
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ

一
該
首
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。



と
で
あ
る
。
し
か
し
、

五
四

0
年
代
後
半
以
降
、

五
六
二
年
ま
で
に
滅
亡
し
た
加
耶
諸
園
は
、
大
加
耶
園
一
つ
で
は
な
い
か
ら
、
依
然
と
し
て

特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
(
イ
〉
に
示
し
た
出
身
地
の
「
省
熱
鯨
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

「
鯨
」
字
は
、

「
唐
の
祭
器
」
と
同
様
に
、
新
羅
人
の
添
加

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

ほ
ん
ら
い
の
形
と
み
る
必
要
は
な
い
。

『
三
園
史
記
』
の
地
理
志
に
は
「
省
熱
」
は
み
え
て
い

な
い
が
、
巻
四
一
・
金
庚
信
俸
上
に
「
省
熱
城
」
が
み
え
て
い
る
。

〔
善
徳
王
十
三
年
(
六
四
四
)
〕
秋
九
月
、
玉
、

〔
金
庚
信
に
〕
命
じ
て
上
将
軍
と
震
し
、
兵
を
領
し
て
百
済
の
加
今
城
・
省
熱
城
・
同
火

城
等
七
城
を
伐
た
し
む
。
大
い
に
之
に
克
ち
、
因
り
て
加
今
の
津
を
聞
く
。

「
省
熱
鯨
」
は
、
こ
の
「
省
熱
域
」
と
同
じ
と
み
て
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
昔
の
類
似
か
ら
、
『
三
園
史
記
』

(
m
m
〉

地
理
志
二
の
朔
州
・
奈
提
郡
の
領
鯨
清
風
鯨
の
古
名
「
沙
熱
伊
鯨
」
(
現
、
忠
清
北
道
堤
原
郡
清
風
面
)
に
あ
て
る
考
え
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
上

の
記
事
の
内
容
と
あ
わ
な
い
。
上
の
記
事
は
、
百
済
が
新
羅
西
溢
の
奮
加
耶
地
域
に
進
出
し
、
と
く
に
六
四
二
年
、
大
耶
城
(
侠
川
〉
を
は
じ

(

m
山
〉

め
四

O
除
城
を
奪
取
し
た
の
に
針
し
、
新
羅
が
金
庚
信
を
涯
遣
し
て
、
挽
回
を
は
か
る
も
の
で
、
洛
東
江
を
め
ぐ
る
攻
防
を
記
し
た
も
の
で
あ

(

氾

〉
る
。
加
今
城
は
、
地
理
志
一
の
康
州
・
高
霊
郡
の
領
鯨
新
復
燃
の
古
名
「
加
戸
令
鯨
」
に
、
同
火
城
は
、
同
じ
く
星
山
郡
の
領
燃
寄
同
燃
の
古

(

犯

〉

名
「
斯
同
火
照
」
に
あ
て
て
問
題
な
い
。
た
だ
、
後
者
は
現
在
の
亀
尾
市
(
奮
漆
谷
郡
仁
同
面
)
に
あ
た
る
が
、
前
者
は
現
在
地
比
定
が
容
易
で

-129ー

「
按
ず
る
に
、
豚
の
西
十
里
の
地
に
名
、
加
西
谷
な
る
も
の
有
り
。
疑
う
ら
く
は
戸
今
轄
じ
て
西

(

お

)

と
漏
れ
る
か
」
と
あ
り
(
巻
二
九
・
高
霊
豚
・
古
跡
・
新
復
勝
候
)
、
そ
の
読
に
し
た
が
え
ば
、
高
霊
邑
の
西
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ

(

鎚

)

で
は
、
「
加
令
の
津
を
聞
く
」
の
意
味
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
加
令
は
や
は
り
大
き
な
津
に
近
い
位
置
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
貼

で
わ
た
し
に
は
、
金
正
浩
『
大
東
輿
地
圃
』
の
読
が
嘗
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
『
大
東
地
志
』
で
金
正
浩
が
「
〔
高
霊
鯨

の
〕
南
三
十
里
」
と
し
て
い
る
地
で
(
径
九
・
高
鐙
・
古
口
巴
・
新
復
僚
)
、
『
大
東
輿
地
圃
』
が
古
豚
と
し
て
示
す

「
新
復
」

(

お

〉

〈

町

四

〉

比
す
れ
ば
、
高
霊
郡
牛
谷
面
あ
た
り
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
高
霊
邑
の
附
近
と
い
え
る
。

は
な
く

『
新
増
東
園
輿
地
勝
覧
』
に
は

を
現
在
の
地
固
と
封

769 
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(

幻

)

さ
て
問
題
の
「
省
熱
城
」
で
あ
る
が
、
康
州
・
江
陽
郡
の
領
豚
宜
桑
鯨
の
古
名
「
辛
か
腕
」
に
あ
て
る
一
意
見
と
、
良
州
・
猿
山
郡
の
領
鯨
解

(

m
却

)

顔
豚
の
古
名
「
雑
省
火
鯨
」
に
あ
て
る
意
見
が
あ
る
。

前
設
で
は
、
現
在
の
宜
寧
郡
富
林
面
に
あ
た
り

後
設
で
は
、
大
郎
市
東
匡
(
沓
解
顔

面
)
に
あ
た
る
。

わ
た
し
は
、
前
説
が
安
嘗
で
あ
る
と
思
う
。
後
説
で
あ
れ
ば
、
洛
東
江
を
大
き
く
越
え
て
、
新
羅
が
大
耶
州
か
ら
退
い
て
立

(ω
〉

て
直
し
を
計
る
べ
く
設
置
し
た
押
梁
州
(
い
ま
の
慶
山
)
の
目
前
ま
で
、
百
済
が
奪
い
取
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
は
、
洛
東
江
が
攻

防
の
最
前
線
で
あ
り

新
羅
の
奪
回
の
突
破
口
が

先
の
三
城
(
を
含
む
七
減
〉
で
あ

っ
た
、

と
み
る
ほ
う
が
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

「
省
熱
鯨
」
を
康
州
・
江
陽
郡
の
領
豚
宜
桑
鯨
の
古
名

「
辛
か
鯨
」
と
み
て
、
現
在
の
宜
寧
郡
富
林
面
に
あ
た
る
と
考
え

(
川
叫
)

「
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
「
斯
二
岐
園
」
に
あ
た
る
。

「
日
本
書
紀
』
で
は
、
巻

一
九
・

欽
明
二
年
〈
五
四
一
)
僚

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

と
同
五
年
(
五
四
四
)
僚
の
、

い
わ
ゆ
る
「
任
那
復
興
曾
議
」
に
参
席
し
た
園
の
一
つ
と
し
て
み
え
、

さ
ら
に
同
二
三
年
(
五
六
二
)
僚
の

し、
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わ
ゆ
る
任
那
滅
亡
記
事
の
分
註
に
み
え
る
。

つ
ま
り
、
最
も
遅
く
滅
ん
だ
加
耶
諸
国
の
一
つ
で
あ
る
。
子
勤
の
出
身
地
で
あ
る
「
省
熱
鯨
」
と

い
う
新
羅
的
表
記
は
、
こ
の
「
斯
二
岐
園
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
嘗
一
該
の
「
加
耶
園
」
は

「斯
二
岐
園
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、

そ
う
は
思
わ
な
い
。

「
斯
二
岐
」
が
、
他

の
史
料
で
墜
に
「
加
耶
園
」
と
よ
ば
れ
た
例
が
な
い
こ
と
も
臨
時
さ
せ
る
理
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
子
勤
が
「
省
熱
鯨
人
」
で

あ
る
こ
と
は
、

C
に
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
加
耶
園
嘉
貫
王
」
が
「
省
熱
鯨
人
」
子
勤
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
省
熱
牒
」

日
「
加
耶
園
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

一
連
の
史
料
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て
記
す
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

「
鯨
」
字
は

の

ち
の
添
加
で
あ
っ
て

「園
」
と
「
豚
」
と
の
封
比
を
考
え
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
れ
を
除
い
て
も
、

「
省
熱
」

が

「
加
耶
園
」
の
一
地
域
で

あ
る
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

「
加
耶
園
」
は

「省
熱
」
す
な
わ
ち

「
斯
二
岐
園
」
で
は
な

く
、
そ
れ
を
含
む
、

よ
り
上
位
の
「
園
」
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

子
勤
の
史
料
に
即
し
た
検
討
は
、
以
上
が
限
界
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
前
節
で
の
『
三
園
史
記
』
全
程
に
謝
す
る
検
討
の
結
果
も
含
め
て
、



得
ら
れ
た
情
報
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

(

イ

)

『
三
園
史
記
』
に
お
い
て
、
箪
に
「
加
耶
園
」

(
そ
の
異
表
記
も
含
む
)
と
表
記
さ
れ
る
の
は

金
官
園
・
大
加
耶
園
・
安
羅
園
の

園
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

(

ロ

)

--
r
-
J
、

J
I
J
J

、，L

「
加
耶
園
」
と
い
う
表
記
に
限
れ
ば
、
金
官
園
・
大
加
耶
園
の
二
園
の
み
と
な
る
。

(

ハ

)

嘗
一
該
の
「
加
耶
園
」
記
事
を
含
む
、
新
羅
本
紀
後
半
の
「
加
耶
」
史
料
群
は
、
大
加
耶
園
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
蓋
然
性
が
高

(

ニ

)

嘗
一
該
の
「
加
耶
園
」
は
「
斯
二
岐
園
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
含
む
、

よ
り
上
位
の
「
園
」
で
は
な
い
か
。

(

ホ

)

五
四

0
年
代
牢
ば
以
降
に
滅
亡
し
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
金
官
園
で
は
あ
り
え
な
い
。

(

但

)

以
上
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
嘉
悉
王
の
「
加
耶
園
」
は
大
加
耶
園
で
あ
る
蓋
然
性
が
最
も
高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
小
稿

で
は
、
以
下
、
そ
の
よ
う
に
認
め
て
、
技
連
を
準
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
加
耶
園
は
斯
二
岐
園
を
含
ん
だ
、
よ
り

嘗
一
該
の
「
加
耶
園
」
は
、
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上
位
の
「
園
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
黙
は
、
小
稿
の
課
題
と
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
文
で
さ
ら
に
追
究
す
る
こ
と
に
す
る
。

四

嘉
悉
王
と
荷
知

『
南
斉
書
』
巷
五
八
・
列
停
三
九
・
東
南
夷
俸
・
東
夷
・
加
羅
園
保
(
以

(

必

)

下
、
加
羅
園
俸
)
に
み
え
る
「
加
羅
園
王
荷
知
」
が
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
現
寅
に
も
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
一
意
見
が
多
く
、
わ
た

〈

日

目

)

し
も
そ
れ
で
よ
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
一
部
に
は
な
お
、
同
一
人
物
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
考
え
が
あ
る
こ
と
も
事
買
で
あ
る
。
子
勤

十
二
曲
の
も
つ
歴
史
的
な
一
意
味
を
追
究
す
る
前
に
、
そ
の
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
加
羅
園
俸
の
全
文
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ

と
こ
ろ
で
、
嘉
悉
王
と
い
え
ば
、

一耳目
が
極
め
て
近
い
こ
と
か
ら

る

771 

F 

加
羅
園
は
三
韓
の
種
な
り
。
建
元
元
年
(
四
七
九
〉
、
圏
王
荷
知
、
使
い
し
て
来
献
せ
し
む
。
詔
し
て
臼
わ
く
、

「
贋
さ
を
量
り
始
め
て
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登
ず
。
遠
夷
、
治
く
化
す
。
加
羅
王
荷
知
、
闘
を
海
外
よ
り
款
き
、
費
を
東
還
よ
り
奉
ず
e

輔
園
将
軍

・
本
園
王
を
授
く
べ
し
」
と
。

「
加
羅
園
王
荷
知
」
は
、
建
元
元
年
(
四
七
九
〉
、
す
な
わ
ち
南
斉
王
朝
樹
立
の
年
に
、
加
耶
諸
園
で
初
め
て
、
そ
し
て

唯
一
、
中
園
に
遣
使
朝
献
し
、
南
蹴
円
か
ら
「
輔
園
将
軍

・
本
園
王

(
H
加
羅
園
王
)
」
に
加
封
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
意
義
等
に
つ
い
て
は
、
小
稿

の
直
接
の
課
題
か
ら
離
れ
る
た
め
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
が
、
こ
の
「
荷
知
」
と
、
嘉
悉
王
と
が
同
一
人
物
で
は
な
い
と
み
る
大
き
な
理
由
は
、

(
μ
H
〉

雨
者
の
年
代
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
、
と
す
る
理
解
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
加
羅
園
王
荷
知
」
は
四
七
九
年
に
、
嘉
悉
王
は
五
五
一
年
に
係
年
さ
れ
た
記
事
に
み
え
る
。
係
年
の
み
で
あ
れ
ば
、
雨
者
の
ひ
ら
き
は
、

七
二
年
も
あ
る
こ
と
に
な
り
、
確
か
に
、
年
代
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、
買
際
の
年
代
差
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
加
羅
圏
王
荷
知
」
は
、

四
七
九
年
に
遁
使
し
て
の
ち
に
も
在
位
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

五
五

一
年
が
そ
の
年
で
は
な
い
。
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
子
勃

い
っ
ぽ
う
嘉
悉
王
は
、
子
勤
に
命
じ
て
十
二
曲
を
つ
く
ら
せ
た
の
で
あ
る
が
、

ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
子
勤
の
史
料
の
限
り
で
は
、

上
限
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
買
際
の
両
者
の
年
代
差
は
、

か
な
り
せ
ば
ま
る
も

-132-

が
新
羅
に
投
降
し
た
の
は
五
四

0
年
代
傘
ば
J
五
五
一
年
の
聞
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
嘉
悉
王
が
子
勃
に
命
じ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
で
な
け
れ

の
と
い
え
る
。

こ
こ
で
問
題
は
、
む
し
ろ
子
勤
の
在
世
期
聞
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
。
子
勤
は
、
少
な
く
と
も
階
古
ら
三
人
の
「
業
が
成
る
」
ま
で
は
、
生
き
て

そ
う
で
あ
れ
ば
、
子
勤
は
お
そ
ら
く
、

い
た
の
で
あ
り
、
子
勤
の
許
可
を
得
て
、
三
人
が
王
の
前
で
演
奏
し
た
と
き
に
は
、
「
加
耶
園
」
は
既
に
滅
亡
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

「
加
耶
園
」
の
滅
亡
後
、
な
お
生
き
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
子
勤
が
、
三
人
の
演
奏
を
聴
い

て
、
涙
を
流
し
て
歎
じ
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
自
分
が
か
つ
て
棄
て
た
圏
が
滅
亡
し
た
の
を
知
っ
た
感
傷
と
、
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

「
加
耶
園
」
す
な
わ
ち
大
加
耶
園
の
滅
亡
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
五
六
二
年
で
あ
り
、
そ

ぃ
。
そ
れ
は
単
な
る
憶
測
で
し
か
な
い
が
、

れ
ま
で
は
生
き
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
傑
件
を
あ
わ
せ
考
え
て
も
、

「荷
知
」
と
嘉
悉
王
と
が
同

一
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

か
り
に
、

「
荷
知
」
が
五
0
0



年
ま
で
在
位
し
、
そ
の
晩
年
に
子
勤
に
命
じ
た
と
し
、
そ
の
時
子
勤
が
年
齢
二

O
代
の
青
年
で
あ
っ
た
と
し
て
、

五
六
八
年
に
は
八

O
代
で
あ

り
、
決
し
て
あ
り
え
な
い
想
定
で
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
の
は
、

「
荷
知
」
と
嘉
悉
王
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
場
合
、
年
代
の
ひ
ら
き
を
根
擦
に
否
定
で
き

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

検
討
の
結
果
、

そ
れ
は
否
定
す
る
根
援
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、

そ
れ

を
認
識
し
つ
つ
、

は
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
み
る
た
め
の
必
要
篠
件
で
は
あ
っ
て
も
、
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
(
十
分
僚
件
)
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

せ
ま
い
加
耶
諸
園
の
近
接
し
た
時
代
に
登
場
す
る
、
こ
れ
だ
け
近
似
し
た
名
を
も
っ
王
は
、
ま
ず
、
同
一
人
物
と
想
定
す
る

ほ
う
が
、
む
し
ろ
自
然
な
理
解
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
最
近
の
否
定
論
に
、

(

必

〉

「
荷
知
」
を
大
臣
智
す
な
わ
ち
大
首
長
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
そ
の
場

合
、
嘗
然
な
が
ら
、
音
の
近
似
か
ら
同
一
人
物
で
あ
る
と
想
定
す
る
方
法
は
、
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

ほ
か
に
こ
れ
ほ
ど
近
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似
す
る
王
名
は
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
同
じ
意
味
の
普
遁
名
詞
を
固
有
名
詞
的
に
用
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
普
通
名
調
の
み
を
王
競
と

し
て
用
い
て
固
有
名
詞
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
そ
こ
に
、
雨
者
の
共
通
貼
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ほ
ん
ら

ぉ
、
先
の
理
解
は
有
数
で
あ
る
と
考
え
る
。

い
そ
の
よ
う
な
一
意
味
を
含
む
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
嘉
悉
H

荷
知
は
動
か
し
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
こ
の
場
合
で
も
な

ま
ず
は
、
雨
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
想
定
か
ら
出
裂
し
、
そ
の
想
定
に
無
理
が

つ
ま
り
、

生
じ
て
-
初
め
て
、
否
定
論
を
持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

〈

日

叩

)

(

灯

)

「
加
羅
園
王
荷
知
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
嘉
悉
王
と
同
じ
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
「
加
羅
園
」
を
金
官
園
や
安
羅
園
に
あ

て
る
考
え
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
節
ま
で
の
検
討
を
経
て
嘉
悉
王
を
大
加
耶
園
の
王
と
特
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
、

(

必

)

大
加
耶
園
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
見
方
自
鐙
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
賓
は
、
こ
の
「
加
羅
園
」
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
を
、

F
の
み

を
通
し
て
追
究
す
る
の
は
、
限
界
が
あ
り
、
そ
の
た
め
大
勢
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
小
稿
で
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
費
え
て
、

嘉
悉
王
か
ら
追
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
「
加
羅
園
」
を
大
加
耶
園
と
し
て
、
問
題
が
な
い
か
ど
う
か
、
わ
た
し
な
り
の
理
解
を
少
し

「
加
羅
園
」
は

773 



774 

述
べ
て
お
き
た
い
。

詳
細
は
別
稿
に
罷
る
こ
と
と
し
て
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
大
加
耶
園
は
、

牢
ば
以
降
、
特
に
そ
の
関
係
が
深
化
し
た
(
従
属
化
〉
。

四
世
紀
後
牟
か
ら
百
済
と
遁
交
し
、

五
世
紀

そ
の
百
済
が
、

高
句
麗
の
攻
撃
を
受
け
て
い
っ
た
ん
滅
亡
し
た
の
が
四
七
五
年
で
あ

る
。
四
七
九
年
の
南
済
通
交
は
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
た
。
倭
園
と
無
関
係
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
大
加
耶
園
は
こ
の
時
貼
で
、
倭
園
と
直
接
関

係
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
黙
で
、
倭
園
と
古
く
よ
り
歴
史
的
に
関
係
が
深
い
洛
東
江
下
流
の
安
羅
園
や
金
官
園
と
は
、

一
線
を
劃
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
倭
園
は
、
中
園
南
朝
へ
は
、
前
年
の
四
七
八
年
に
遺
使
し
て
い
る
が
〈
針
宋
〉
、
そ
れ
が
南
朝
通
交
の
最
後
で
あ
り
、
以
後
外

(
紛
〉

交
政
策
の
轄
換
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
安
羅
園
や
金
官
園
が
こ
の
年
に
南
朝
に
通
交
す
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
に
た
っ
と
す
れ
ば
、
南
斉
通
交
を
果
た
し
た
「
加
羅
園
」
は
、
大
加
耶
固
と
し
て
問
題
な
い
ど
こ
ろ
か
、
安
羅
園
で
も

金
官
園
で
も
な
く
、
大
加
耶
園
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
上
記
の
よ
う
な
立
場
白
鶴
が
、
検
誼
さ
れ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
偲
読
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
少
な
く
と
も
「
加
羅
園
」
を
大
加
耶
園
と
し
て
認
め
て
も
問
題
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
確
認

し
て
お
き
た
い
。

そ
の
場
合
、

た
だ
ち
に
問
題
と
な
る
の
は
、
遺
使
の
ル

l
ト
で
あ
る
。
洛
東
江
河
口
を
通
る
ル

1
ト
は
、
上
記
の
立
場
に
立
て
ば
、
採
る
こ

し
か
し
ほ
ん
ら
い
そ
れ
よ
り
も
、
{
後
述
す
る

『日
本
書
紀
』
巻

一
七
・
緩
陸
二
三
年
(
五
二
九
〉
三
月
是
月
僚
の
記
事
に
、

「
多
沙
津
」
、
す
な
わ
ち
鎗
津
江
河
口
(
河
東
)
に
関
し
て
、
加
羅
王

(
H
大
加
耶
王
)
が
「
臣
が
朝
貢
の
津
渉
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
貼
か
ら
す

(

印

)

〈

日

)

れ
ば
、
胸
津
江
河
口
を
通
る
ル

l
ト
を
想
定
す
る
こ
と
が
、
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
婚
津
江
河
口
か
ら
沿
岸
航
路
を
と
っ

と
は
で
き
な
い
。

て
(
ど
こ
ま
で
沿
岸
航
路
で
あ
っ
た
か
は
、
い
ま
問
わ
な
い
て
黄
海
を
渡
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
次
に
、
大
加
耶
閣
の
高
霊

か
ら
、
始
津
江
河
口
の
河
東
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
ル

1
ト
で
あ
っ
た
か
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
例
え
ば
、
高
霊
↓
朕
川

(
臼
)

↓
菅
州
↓
河
東
、
あ
る
い
は
高
霊
↓
居
昌
↓
威
陽
↓
南
原
↓
鎗
津
江
↓
河
東
な
ど
が
想
定
で
き
る
が
(
国
1
参
照
)
、
こ
こ
で
や
は
り
結
論
的
に

ル
ー
ト
が
ど
う
あ
れ
、
そ
の
ル
!
ト
沿
い
の
諸
園
が
、
大
加
耶
園
と
少
な
く
と
も
友
好
な
開
係
に
あ
っ
た
と
し
な

指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、



け
れ
ば
、
こ
う
し
た
ル

l
ト
の
通
過
が
考
え
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
わ
た
し
は
、
大
加
耶
園
を
中
心
と
す
る
加
耶
諸
園
連
盟
つ

ま
り
大
加
耶
連
盟
の
成
立
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
貼
の
詳
論
も
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
連
盟
の
形
成
は
、
四
七
九
年
の
遣
使
か

ら
、
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
百
慣
の
影
響
力
が
、
高
句
麗
の
侵
攻
に
よ
っ
て
薄
れ
て
く
る
四
七

0
年
代
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
荷
知
王
の
時
代
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

小
稿
の
課
題
に
戻
り
、
本
簡
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
れ
ば
、
子
勤
に
十
二
曲
を
作
ら
せ
た
嘉
悉
王
は
、
『
南
膏
書
」
加
羅
園
俸
に
み
え

る
加
羅
園
王
荷
知
そ
の
人
で
あ
り
、
大
加
耶
園
を
中
心
と
す
る
大
加
耶
連
盟
の
盟
主
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
諸
圏
を
逼
過
し
つ
つ
、
婚
津
江
河

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
耶
琴
の
作
製
は
、
そ
う
し
た
南
斉
通
交
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
識
と
関
わ

(

臼

〉

り
が
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
史
料
は
な
い
。

ロ
か
ら
中
園

・
南
斉
に
通
交
し
た
、

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
大
加
耶
園
と
、
子
勤
の
出
身
の
斯
二
岐
園
と
の
関
係
を
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
大
加
耶
連
盟
の
盟

主
と
、
そ
の
連
盟
に
属
す
る
一
園
と
の
関
係
で
あ
る
と
推
断
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
無
謀
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
大
加
耶
聞
の

王
が
、
別
の
濁
立
し
た
園
で
あ
る
斯
二
岐
園
の
人
を
召
し
出
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
と
想
定
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
こ
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と
で
あ
ろ
う
。
嘉
悉
王
は
、
連
盟
に
属
す
る
諸
園
の
な
か
か
ら
、
そ
の
一
園
で
あ
る
斯
二
岐
園
の
子
勤
の
才
能
を
聞
き
、
そ
れ
を
認
め
て
召
し

出
し
、
作
曲
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
十
二
曲
と
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

五

子
勤
十
二
曲
の
意
味

十
二
曲
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
先
に
掲
げ
た
史
料
D
に
、
曲
名
が
俸
わ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
曲
名
の
大
半
が
地
名
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で

〈

臼

〉

(

日

)

に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
正
し
い
指
摘
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
そ
れ
が
慶
尚
道
一
帯
に
康
が
る
と
し
て
、
加
耶
諸

(

閃

)

と
す
る
意
見
が
あ
る
。
こ
う
し
た
貼
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
み
て
い
き
た
い
。

775 

園
の
代
表
的
楽
曲
を
線
括
し
た
も
の
で
は
な
い
か
、



(

訂

)

『
三
園
史
記
』
地
理
志
一
の
康
州
・
固
城
郡
の
領
鯨
酒
水
鯨
(
い
ま
の
澗
川
〉
の
古
名
「
史
勿
」
鯨
、
九
の

(

臼

)

同
じ
く
康
州
の
居
昌
郡
(
い
ま
の
居
回
目
)
の
古
名
「
居
烈
」
郡
、
十
の
「
沙
八
号
」
が
同
じ
く
江
陽
郡
の
領
鯨
八
難
鯨
(
い
ま
の

(
印
)

草
渓
)
の
古
名
「
草
八
令
」
牒
に
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
た
る
こ
と
は
、
ま
ず
問
題
が
な
か
ろ
う
。

776 

「
居
烈
」
が

あ
ら
た
め
て
十
二
曲
の
名
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

下
加
羅
都

上
加
羅
都

賓
佼

四

達
巳

五

思
勿

_._ 
ノ、

勿
曹、

七

下
奇
物

八

師
子
伎
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九

居
苦!l

十

沙
八
令

十

爾
赦

十

上
奇
物

こ
の
う
ち

五
の
「
思
勿
」
が

七
の
「
下
奇
物
」
と
十
二
の
「
上
奇
物
」
に
共
通
す
る
「
奇
物
」
で
あ
る
が
、
唐
が
百
済
奮
領
を
熊
津
都
督
府
以
下
、

七
州
に
分
け
て
一
時

期
支
配
し
た
際
の
州
・
鯨
名
を
や
は
り
地
理
士
山
に
載
せ
て
お
り
(
巻
三
七
・
地
理
志
四
)
、
そ
の
一
州
で
あ
る
支
涛
州
の
な
か
に
「
己
投
勝
」
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
も
と
今
勿
」
と
す
る
。
こ
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
今
勿
H

己
改
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
奇
物
は
そ
れ
に
、
通
じ
る
と
み



(
印
)

て
よ
か
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

「
下
奇
物
」

「
上
奇
物
」
は
、

「
下
己
改
」

(

町

山

)

「
上
己
改
」
と
同
じ
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

「
己
改
」
は
、

E 有8

日

本
書
紀
』
に
も
み
え
、

百
済
と
の
聞
で
争
わ
れ
る
問
題
の
地
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
れ
が
『
括
地
志
』
(
『
翰

(

位

)

(

臼

〉

(

山

田

)

苑
』
分
註
所
引
〉
に
「
基
投
河
」
と
表
記
さ
れ
る
婚
津
江
の
流
域
に
あ
た
る
こ
と
は
、
疑
問
の
絵
地
が
な
い
。
上
・
下
は
、
上
流
・
下
流
の
匡
別

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
わ
た
し
は
、
以
上
と
り
あ
げ
た
五
曲
の
名
は
、
地
名
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
地
が
高
霊
よ
り
西
と
南
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
、
し
か
も
嶋
津
江
流
域
の
己
設
を
含
め
て
、
先
に
ふ
れ
た
荷
知
の
南
斉
通
交
の
ル

l
ト
に
沿
っ
た
諸
園
と
重
な
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
十

二
曲
は
、
大
加
耶
連
盟
を
形
成
し
た
大
加
耶
園
王
嘉
悉
H

荷
知
が
、
連
盟
内
の
斯
二
岐
閣
の
子
勤
に
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
経
緯
を

あ
ら
た
め
て
想
起
す
れ
ば
、
こ
れ
は
偶
然
と
は
思
え
な
い
。

い
や
む
し
ろ
、
大
い
に
関
係
が
あ
る
と
想
像
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
そ
の
観
黙
か
ら

ほ
か
の
曲
名
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
よ
う
に
想
定
し
た
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、

四
の
「
達
巴
」
と
六
の
「
勿
慧
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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同
開
(
い
ま
の
義
成
郡
多
仁
菌
)
の
古
名
「
達
巳
」
豚
か
、

「
達
巳
」
は
向
州
の
領
鯨
多
仁

(
回
)

良
州
・
蕎
昌
郡
の
領
鯨
大
丘
鯨
(
い
ま
の
大
郎
〉
の
古
名
「
達
句
火
」
豚
の
い
ず
れ
か
、

(

叫

山

)

「
勿
慧
」
は
武
州
・
務
安
郡
(
い
ま
の
全
羅
南
道
務
安
)
の
古
名
「
勿
阿
令
」
郡
に
あ
て
る
意
見
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
「
達
巳
」
リ
「
達

(
町
〉

巳
」
は
問
題
な
く
、
「
勿
慧
」
H

「
勿
阿
令
」
も
、
確
定
的
な
比
定
の
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
で
よ
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
比
定
地
は
、

れ
も
大
加
耶
連
盟
と
は
ま
ず
闘
係
が
な
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
反
誼
と
し
て
十
分
で
あ
る
。

い
ず

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
比
定
は
、
そ
も
そ
も
子
勤
の
史
料
に
劃
し
て
、
停
設
の
域
を
出
な
い
、
信
を
措
く
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
、
と

す
る
評
債
か
ら
出
裂
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
許
慣
が
、
皮
相
的
な
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
き

し
か
も
歴
史
の
推
移
を
解
き
あ
か
し
て
く
れ
る
貴
重

た
っ
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
子
勤
史
料
は
、
十
分
に
史
料
批
剣
に
耐
え
う
る
、

な
史
料
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
動
の
歴
史
的
背
景
、
史
料
の
位
相
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
絞
述
で
ほ
の
み
え
て
き
た
も
の
と

777 

信
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
定
は
、
そ
こ
か
ら
再
出
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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わ
た
し
は
、

四
の
「
達
巳
」
は
現
代
一
音

gH・2
で、

-， 

巳
しー

と
一寸

沙
Lー

は
国

通
で
あ(2

モ号暮
しー

し
た
カl
イコ

て
-， 

達
巳
」ー

ヵ>
-， 

多
沙
しー

と
同
じ
で
あ
る

と
t主

(
「
帯
沙
」
)
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
達
」
が
「
多
」
と
逼

用
す
る
こ
と
は
疑
い
な
く

ほ
ぼ
ま
ち
が

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
多
沙
」
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
強
津
江
河
口
の
河
東
に
あ
た
る
。
ま
た
、
六
の
「
勿
慧
」
は
、
康
州
・
固
城
郡
の
領
鯨

「
蚊
火
良
」
鯨
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
蚊
」
と
「
波
」
は
通
用
す
る
が
、

上
の
己
改
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「慧
」
は
現
代
一
音

7
可
巾
で

「火」

は
}
阿
君
曲
で
あ
る
か
ら

さ
ら

一寸

波
しー

近が
い「
と勿
い」

え(と
る69通
)用

蚊す
火る
良こ
鯨と
は t土

『
大
東
輿
地
園
』
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
固
城
郡
上
里
函
あ
た
り
に
な
る
。
こ
ち
ら
は
、
確
定
的
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
が
、

ル
l
ト
に
近
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
見
い
だ
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
は
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

(

河

)

八
の
「
師
子
伎
」
と
十
一
の
「
爾
赦
」
は
、
地
名
で
は
な
い
と
す
る
一
意
見
も
あ
る
が
、
わ
た
し
は
、
こ
の
ど
ち
ら
か
が
、
子
勤
の
「
斯
二
岐

さ
き
に
想
定
し
た

園
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、

「
師
子
伎
」
の
場
合
、

「子」

字
が
な
ん
ら
か
の
誤
り
で
あ
る
(
例
え
ば
コ
ご
字
の
)
と
み
る

「
斯
二
岐
園
」

は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

康
州
・
江
陽
郡
の
領
豚
「
宜
桑
鯨
」

(
古
名
「
辛
炉
問
問
」
)

に
あ
た

-138一

り

「
爾
赦
」
の
場
合
、

「
辛
か
鯨
」
の
「
が
」
が
「
爾
」
の
俗
字
で
あ

っ
て
共
通
の
文
字
を
も
っ
と
み
て
よ
い
ほ
か
、

「
宜
桑
」
の
現
代
音

ハ
E
Z
g
m〉
が
「
爾
赦
」
の
そ
れ

(
Z巴
と
き
わ
め
て
近
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、

を
指
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。

「
爾
赦
」
の
ほ
う
が
、
「
斯
二
岐
園
」

「
師
子
伎
」
は
、
あ
る
い
は
閉
じ
江
陽
郡
の
領
豚
コ
ニ
岐
」
鯨
(
古
名
コ
ニ
支
」
豚
)
に
あ
て
る
ほ

う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、

や
は
り

『大
東
輿
地
園
』
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
険
川
郡
大
弁
面
に
あ
た
る
。

(
礼
)

三
の
「
賓
伎
」
に

つ
い

て
も
、
地
名
で
は
な
い
と
す
る
一意
見
が
あ
る
が
、
こ
れ
の
み
を
例
外
と
す
べ
き
積
極
的
な
理
由
は
な
い
。
わ
た
し
は

康
州
・
河
東
郡
の
領
豚
河
邑
鯨
の
古
名
「
浦
村
」
腕
を
候
補
と
し
て
あ
げ
た
い
。
「
費
」
と
「
浦
」
は
一
音
が
近
く
、
ま
た
「
伎
」
は
、
「
支
」
に

(
η
)
 

通
じ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
支
」
が
「
城
」
に
通
じ
て
「
村
邑
」
の
義
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
よ
け
れ
ば
、
「
伎
」

(

河

)

(

九

)

と
「
村
」
と
は
、
通
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
現
在
地
比
定
は
難
し
い
が
、
澗
川
郡
昆
陽
面
あ
た
り
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
先
の
想
定
が
的
は
ず
れ
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
ら
た
め
て
述
べ
れ
ば
、
十
二
曲
は
、



と
も
に
地
名
を
採
っ
て
名
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
は
、
な
お
確
定
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
も
の
の
、
大
加
耶
連
盟
と
関
わ
り
が
あ
る
、

と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
関
係
自
睦
が
問
題
で
あ
る
が
、
大
加
耶
連
盟
を
構
成
す
る
諸
園
で
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
は
、
む
ず
か
し

い
こ
と
で
は
な
い
。

最
後
に
、

一
の
「
下
加
羅
都
」
と
二
の
「
上
加
羅
都
」

で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
「
上
加
羅
都
」
を
大
加
耶
圏
、

(

布

)

(

叩

山

)

「
下
加
羅
都
」
を
金
官
圏
や
安
羅
園
に
あ
て
る
考
え
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
遁
嘗
で
は
な
い
。
大
加
耶
園

「
下
加
羅
都
」
を
多
羅
園
に

あ
て
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
。

王
が
作
ら
せ
た
十
二
曲
で
あ
り
、
そ
こ
に
み
え
る
「
加
羅
」
を
、
大
加
耶
圏
の
こ
と
で
あ
る
と
み
る
こ
と
に
は
何
ら
問
題
が
な
い
。
そ
こ
で
、

南
者
と
も
に
、
大
加
耶
園
を
指
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
か
と
も
思
う
が
、
別
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
大
加
耶
園
と
郷
接
し
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
有

「
多
羅
」
は
、

『
梁
職
責
園
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
表
記
で
、
『
三
園
史
記
』
で

力
な
多
羅
園
の
ほ
う
が
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

(
相
川
)

は
「
多
伐
園
」
と
記
す
。
そ
れ
自
睦
が
「
加
羅
」
と
よ
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
大
加
耶
園
と
の
闘
係
に
お
い
て
、

(
沼
〉

「
下
加
羅
都
」
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
都
」
字
は
、
そ
の
通
り
解
し
、
連
盟
の
中
心
を
指
す
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
大
加
耶
園
と
多
羅
園
を
二
大
中
心
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
、
現
在
の
映
川
邑
に
あ
て
て
き
た
が
、
近
年
の
侠
川
郡
壁

(

相

川

)

(

加

)

燭
面
の
玉
田
古
墳
群
の
護
掘
の
結
果
、
そ
の
附
近
に
現
在
も
残
る
多
羅
里
が
、
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
加
耶
園
と
沙
八

「
上
加
羅
都
」
に
射
す
る

-139ー

令
園
(
草
渓
〉
と
の
中
間
で
あ
る
。

以
上
、

わ
た
し
は
、
手
動
十
二
曲
の
曲
名
が
、
大
加
耶
連
盟
を
構
成
す
る
諸
園
の
園
名
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
み
る
べ

き
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

こ
こ
で
、

そ
れ
を
前
提
に
し
て
、

子
動
が
作
曲
し
た
年
代
を
、
少
し
く
限
定
し
て
み
た
い
。

そ
の
手
が
か
り
は
、

「
下
奇
物
」

「
上
奇
物
」
、
す
な
わ
ち
「
下
己
改
」

「
上
己
改
」
の
存
在
で
あ
る
。

「
己
改
」
を
め
ぐ
っ
て
百
済
と
「
伴
肢
L

(
飢
〉

を
記
す
一
連
の
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
に
み
え
る
「
伴
肢
」
は
、
大
加
耶
園
の
固
有
名
で
あ
り
、
つ
ま
り
大
加
耶
と
百
済
と
の
抗
争
で
あ
る
。
お

『
日
本
書
紀
』
巻
一
七
・
縫
睦
七
年
(
五
一
一
一
一
〉

J
一
O
年
(
五
二
ハ
)
篠
に
は
、

が
争
っ
た
こ
と

779 

よ
そ
の
内
容
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
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(

a

)

 

権
瞳
七
年
(
五

ご
ニ
〉
六
月
、
百
済
が
倭
に
射
し
て
使
者
を
波
遺
し
て
五
経
博
士
段
楊
爾
を
貢
上
し
、
「
伴
肢
の
園
、
臣
が
園
の
己
改

の
地
を
略
奪
す
。
伏
し
て
願
わ
く
ば
、
天
恩
も
て
剣
し
本
属
に
還
さ
ん
こ
と
を
」
と
要
請
し
て
き
た
。

(

b

)

 

同
年
一
一
月
、
倭
は
そ
れ
を
承
け
て
「
己
改
・
滞
沙
を
以
て
百
済
圏
に
賜
」
わ
っ
た
。

(

C

)

 

同
月
、
伴
肢
も
倭
に
使
者
を
波
遣
し
「
己
改
の
地
を
乞
う
」
た
が
、
倭
は
拒
否
し
た
。

そ
こ
で
伴
肢
は
、
八
年
(
五
一
五
)
三
月
、
子
呑
・
稽
沙
に
築
域
し
、
倭
に
備
え
た
。

(
d

)
 

〈

e
)

九
年
(
五
一
五
)
二
月
、
百
済
の
使
者
の
蹄
園
に
際
し
て
、
倭
は
物
部
連
ら
を
副
わ
せ
た
。

(

f

)

 

物
部
連
ら
は
、
伴
肢
の
恨
み
が
強
い
こ
と
を
聞
き
、
帯
沙
江
に
停
泊
し
た
。
百
済
の
使
者
は
、
新
羅
を
経
由
し
て
開
園
し
た
。

同
年
四
月
、
伴
肢
が
物
部
連
ら
を
攻
め
、
物
部
連
ら
は
技
慕
羅
嶋
に
退
い
た
。

(
g〉

(
h

)
 

一
O
年
(
五
二
ハ
〉
五
月
、
百
済
が
己
改
に
物
部
連
ら
を
迎
え
に
来
て
、
百
済
に
連
れ
闘
っ
た
。

同
年
九
月
、
百
済
は
倭
に
使
者
を
波
遺
し
て
「
己
改
の
地
を
賜
う
を
謝
」
し
、
五
経
博
士
漢
高
安
茂
を
さ
き
の
段
楊
爾
に
代
え
る
こ
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〈
・

1
〉

と
を
請
う
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
己
改
は
ほ
ん
ら
い
百
済
の
地
で
あ
り

そ
れ
を
大
加
耶
(
伴
肢
)
が
奪
い
取
っ
た
が
、

百
済
は
倭
に
も
と
に
戻
す
よ
う
要

請
し
、
大
加
耶
も
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
倭
に
要
求
し
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
倭
は
、

百
済
の
要
請
に
し
た
が
っ
て
百
慣
に
賜
わ
っ
た
、
と

そ
う
し
た
貼
、

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
倭
は
、
己
改
の
蹄
属
に
封
す
る
決
定
権
を
も
っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
も
そ
も

百
済
な
ど
に
そ
の
都
度
割
譲
・
賜

つ
ま
り
倭
は
か
ね
て
よ
り
朝
鮮
半
島
南
部
諸
地
域
を
領
有
す
る
か
あ
る
い
は
権
益
を
も
ち
、

興
し
た
、
と
い
う
貼
こ
そ
『
日
本
書
紀
』
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
主
張
が
編
纂
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
史
料
を

用
い
て
、
そ
の
主
張
を
客
観
的
事
買
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
安
易
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、

わ
た
し
な
り
の

史
料
批
判
を
す
す
め
た
い
。

燐
津
江
流
域
に
あ
っ
た
己
改
は
、

は
た
し
て
ほ
ん
ら
い
百
済
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
日
本
書
紀
』
の
嘗
一
該
の
記
述
は
、

「
百
済



本
記
』
を
も
と
に
し
て
潤
色
し
た
も
の
で
、
百
済
系
の
史
料
と
い
え
る
。
そ
こ
に
「
臣
が
園
の
己
伎
の
地
」
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
し
て
、

「
臣
が
園
の
己
改
の
地
」
と
い
う
の
は
、
己
改
を
要
求
す
る
奏
文
の
な
か
に
あ
り
、
要
求
の
正
統
性
を

主
張
す
る
た
め
に
は
、

た
と
え
事
貫
で
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
い
っ
た
は
ず
の
箇
所
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
百
済
が
全
羅
南
道
南
部
ま
で
、

(

回

)

領
域
を
蹟
大
し
た
の
は
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
東
へ
進
出
す
る
の
は
、
嘗
然
、
そ
れ
以
後
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
己
改
が
ほ
ん
ら
い
百
済
領
で
あ
っ
た
と
は
、
考
え
が
た
い
。
己
伎
は
、
濁
立
し
た
勢
力
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
子
勤
十
二
曲
に
「
下
奇
物
」
「
上
奇
物
」
、
す
な
わ
ち
「
下
己
改
」

「
上
己
改
」
が
み
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
己
改
は
濁
立
し

た
ま
ま
で
、
大
加
耶
連
盟
に
加
わ
っ
て
い
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
全
羅
南
道
南
部
ま
で
進
出
し
た
百
済
が
、
方
向
を
東
に
轄
じ
て
加
耶

南
部
地
域
に
侵
略
し
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、

ま
ず
ぶ
つ
か
る
の
が
、

こ
の
己
改
で
あ
り
、

嘗
一
該
の
記
事
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
百
演
の
侵
略

と
、
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
す
る
盟
主
大
加
耶
(
お
よ
び
連
盟
諸
園
)
と
の
抗
争
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
百
済
が
、
そ
の
侵
略
に
際
し
て
援
軍
、
す
な
わ
ち
兵
力
の
提
供
を
要
請
し
た
、
と
い
う
程
度
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
も
し
倭
が
閥
わ
っ

-141ー

な
お
、
縫
盟
紀
二
三
年
(
五
二
九
〉
三
月
僚
に
は
、

詳
細
は
別
稿
に
譲
り
結
論
的
に
い
え
ば
、
わ
た
し
は
、
南
者
は
一
連
の
事
件
で
は
あ
る
が
、
同
一
事
件
の
重
出
で
は
な
い
、
と
考
え
る
。
つ
ま

り
、
二
三
年
僚
は
、
「
多
沙
津
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
己
波
を
め
ぐ
る
抗
争
の
段
階
と
は
異
な
る
、
百
済
の
加
耶
南
部
地
域
侵

一
般
に
こ
の
己
設
を
め
ぐ
る
記
事
と
重
出
で
あ
る
と
さ
れ
る
記
事
が
あ
る
。

し
か
し
、

略
の
次
の
段
階
を
記
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
係
年
の
一
一
一
一
一
年
は
、
同
僚
の
一
連
の
記
事
の
最
後
に
記
さ
れ
た
大
加
耶
と

新
羅
と
の
婚
姻
同
盟
の
破
綻
の
年
で
あ
り
、
百
済
の
「
多
沙
津
」
進
出
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
大
加
耶
と
新
羅
の
通
婚
は
、
第
二

節
の
E

(

C
〉
が
示
す
と
お
り
、
法
輿
王
九
年
(
五
二
二
〉
の
こ
と
で
あ
り
、

通
婚
の
契
機
は

そ
の
進
出
に
よ
る
危
機
感
に
あ
る
の
で
あ
る
か

ら

「
多
沙
津
」
進
出
は
五
二
二
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
上
の
記
事
を
と
お
し
て
、
百
済
が
己
改
進
出
を
は
た
し
た
年
代
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
倭
の
兵
力
提
供
に
劃

(
回
〉

ほ
ぼ
確
か
な
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
も

781 

す
る
見
返
り
と
し
て
の
百
演
の
五
経
博
士
提
供
を
記
す
(

a

)

と
(

1

)

の
年
代
に
つ
い
て
は
、
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そ
の
貼
は
、
そ
れ
で
よ
い
と
考
え
る
。

「
百
済
閣
に
賜
」
わ
っ
た
年
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
(

d

)

に
子
呑
・
帯
沙
に
築
城
す
る
記
事
が
あ
る
。
子
呑
は
居
昌
に
あ
た
る
と
み
て
よ
い

(
制
)

と
考
え
る
が
、
と
す
れ
ば
、
と
も
に
大
加
耶
か
ら
は
、
己
改
に
劃
し
て
か
な
り
後
退
し
た
位
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
己
改

し
た
が
っ
て

百
済
の
己
改
進
出
は
そ
の
聞
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く

倭
が
己
設
を

に
侵
入
し
た
百
済
に
封
抗
す
る
た
め
の
基
地
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
己
改
を
め
ぐ
る
抗
争
が
す
で
に
終
わ
っ
て
い
た
と
見
る
必
要
は
な
い
。
わ

た
し
は
、
そ
れ
よ
り
も
(

h

)

に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は

一
連
の
記
事
の
な
か
で
、
百
済
が
己
改
に
入

っ
た
こ
と
を
記
す
初
め
て
(
か
つ
唯
一
)

(

お

)

の
も
の
で
あ
る
。
百
済
が
己
放
を
完
全
に
確
保
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

結
局
、
百
済
は
五
二
ニ

J
五
一
六
年
に
い
た
る
抗
争
を
鰹
て
、
五
一
六
年
の
五
月
ま
で
に
は
、
そ
れ
ま
で
大
加
耶
連
盟
に
属
し
て
い
た
、
濁

立
勢
力
で
あ
る
上
己
波
・
下
己
改
を
確
保
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、

五
二
二
年
ま
で
の
聞
に
、
鎗
津
江
を
さ
ら
に

下
っ
て
、
同
じ
く
大
加
耶
連
盟
に
麗
し
、
連
盟
の
重
要
な
外
港
で
あ
っ
た
河
口
の
多
沙
津
を
確
保
し
た
。
大
加
耶
は
、
連
盟
の
形
成
以
来
、

百

-142ー

済
と
は
針
立
す
る
姿
勢
に
あ
っ
た
が

」
う
し
て
百
済
が
己
改
、

さ
ら
に
多
沙
津
へ
と
進
出
す
る
に
至
っ
て
、

完
全
に
決
裂
し
た
と
い
え
よ

ぅ
。
百
済
の
さ
ら
な
る
侵
略
に
封
抗
す
ベ
く
、
大
加
耶
は
新
羅
に
通
婚
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
第
二
簡
で
記
し
た
よ
う
に
、
そ
の
時
黙
の
大
加

耶
王
は
異
脳
王
で
あ
り
、
す
で
に
嘉
悉
王
の
時
代
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
や
や
長
々
と
述
べ
て
き
た
が
、
先
の
問
題
に
も
ど
り
、
百
済
が
己
改
(
上
己
波
・
下
己
波
)
を
確
保
し
た
の
は
、

五
一
六
年
と
考
え
ら

「
上
奇
物
」
を
含
む
十
二
曲
を
子
勤
が
作
曲
し
た
年
代
は
、
五
一
六
年
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
大
限
に
と

嘉
悉
王
(
荷
知
)
が
南
湾
へ
遣
使
し
た
四
七
九
年
か
ら
こ
の
五
一
六
年
ま
で
の
聞
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

「
下
奇
物
」

れ
る
か
ら
、

れ
ば
、

先
に
み
た
よ
う
に
、
子
勤

は
五
六
二
年
ま
で
は
生
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

(

部

〉

一
O
年
頃
と
し
て
お
き
た
い
。

五
一
六
年
に
近
い
と
こ
ろ
で
考
え
る
ほ
う
が
無
理
が
な
か
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
、

五

と
す
れ
ば
、
子
勤
十
二
曲
は
、

五一

O
年
頃
に
お
け
る
大
加
耶
連
盟
の
諸
園
名
を
停
与
え
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、

C
(
a〉

「
諸
園
の
方
言
、
各
々
獲
一
耳
目
を
異
に
す
。
量
一
つ
に
す
べ
け
ん
や
」
と
し
て
、
子
勤
に
十
二
曲
を
作
ら
せ
た
と
い

を
見
直
せ
ば
、
嘉
悉
王
は
、



う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
の
「
諸
圏
」
と
は
、
大
加
耶
連
盟
の
諸
圏
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
方
言
が
ど

こ
ま
で
異
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
と
ば
に
代
わ
っ
て
諸
園
を
一
つ
に
ま
と
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
音
楽
が
選
ば
れ
、
十
二
曲
が

作
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
諸
園
そ
れ
ぞ
れ
の
土
俗
的
な
歌
謡
な
ど
を
採
っ
て
、
そ
れ
に
子
勤
が
曲
や

(
町
)

舞
を
つ
け
た
と
レ
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
二
と
い
う
数
は
、
十
二
絃
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
連
盟
を
構
成
す
る
の
が
十
二
園
で
あ

っ
た
と

限
定
的
に
と
ら
え
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
主
要
な
閣
は
含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
の
が
、
自
然
で
あ
る
。
嘉
悉
王
は
、
大
加
耶
園
を
盟

主
と
す
る
諸
園
連
盟
を
成
立
さ
せ
た
そ
の
人
で
あ
り
、
加
耶
琴
の
作
製
、

十
二
曲
の
作
曲
は
、
大
加
耶
連
盟
と
密
接
に

つ
な
が
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
、
一
音
楽
を
一
つ
の
媒
介
項
と
し
て
、
連
盟
諸
園
を
一
鐙
の
も
の
と
し
て
編
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
子
勤
十
二
曲
は
、
ま
さ
に
大
加
耶
連
盟
の
一
霞
化
を
は
か
る
記
念
的
楽
曲
、
加
耶
琴
は
、
そ
の
よ
う
な
大
加
耶
連
盟

を
象
徴
す
る
祭
器
で
あ
り
、

か
つ
ま
た
そ
れ
を
記
念
す
る
遺
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
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で
は
、
あ
ら
た
め
て
、
十
二
曲
の
指
し
示
す
連
盟
諸
闘
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
上
奇
物
・
下
奇
物
す
な
わ
ち
上
己
改
・
下
己
改
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
ま
で
婚
津
江
流
域
と
し
た
の
み
で
、
具
鐙
的
な
比
定
地
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
問
題
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ま
で
は
己
伎
を
嘗
然
な
が
ら
一
箇
所
と
し
て
比
定
地
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
南
原
(
古
名
「
古
龍
」
)
・
任
貫
(
古
名
「
居
斯

〈∞∞〉

勿
」
〉
な
ど
の
読
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
わ
た
し
は
、
こ
の
間
地
が
、
上
己
改
・
下
己
改
の
中
心
地
で
あ
る
と
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
雨
者
の
古

名
と
し
て
己
改
に
近
い
語
が
俸
わ
る
の
は
、
む
し
ろ
嘗
然
な
の
で
あ
る
。
任
買
は
臆
津
江
の
上
流
に
あ
り
、
南
原
に
は
鎗
津
江
の
本
流
で
は
な

い
が
、
そ
の
支
流
で
あ
る
馨
川
が
流
れ
、
そ
れ
を
下
れ
ば
谷
城
で
蛤
津
江
に
合
流
す
る
。
上
己
設
が
任
賞
、
下
己
改
が
南
原
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

わ
た
し
な
り
の
試
案
も
含
め
た
、

不
確
か
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
一
躍
の
結
論
と
し
て
、
古
名
の
異
表
記
お
よ
び
現
代

比
定
地
名
(
中
心
地
)
を
示
せ
ば
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
そ
れ
を
地
園
上
に
示
し
た
も
の
が
、
園
1
(次
頁
〉
で
あ
る
。

下
加
羅
都

多
羅
(
多
伐
)

侠
川
郡
壁
崩
面
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上
加
羅
都

大
加
耶

高
霊
郡
高
霊
邑
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.c::コは子動十二曲の曲名とされた地名.
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四

達賓
巳伎

浦
村

多
沙
(
得
沙
〉

史
勿

蚊
火
良

下
己
改

支
居
烈

草
八
令
(
散
半
桑
)

斯
二
岐

上
己
改
(
上
巳
文
)

....L... 
J、

酒河油
川東川
郡郡郡
沼河昆
川東陽
巴巴面

固
城
郡
上
里
面

南
原
市

侠
川
郡
大
弁
面

居
昌
郡
居
昌
邑

侠
川
郡
草
渓
面

宜
寧
郡
富
林
面
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任
貫
郡
任
賓
ロ
巴

子
勤
の
生
涯
と
大
加
耶
連
盟
の
推
移

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
子
勤
の
生
涯
を
た
ど
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

五

思
勿

785 

」司

ノ、

勿
慧

下
奇
物

七八

師
子
伎

九

居
烈

十

沙
八
令

十

爾
赦

上
奇
物

十(

1

)

 

子
勤
は
、
加
耶
諸
園
の
一
つ
で
あ
る
斯
二
岐
園
に
生
ま
れ
た
。

(

2

)

 

若
く
し
て
祭
の
才
能
を
認
め
ら
れ
、
大
加
耶
園
の
嘉
悉
王
に
召
さ
れ
た
。

嘉
悉
王
の
命
に
よ
っ
て
、
加
耶
琴
の
十
二
曲
を
作
っ
た
。
も
と
に
な
っ
た
十
二
の
歌
謡
は
、
大
加
耶
連
盟
に
属
す
る
十
二
園
か
ら
集

(

3

)

 

め
ら
れ
た
も
の
で
、
曲
名
も
そ
の
諸
園
名
か
ら
と
ら
れ
た
。
そ
れ
は
五
一

O
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

(

4

)

 

五
四

0
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
園
が
範
れ
て
き
た
の
で
、
新
羅
に
亡
命
し
た
。

新
羅
・
員
輿
王
は
、
子
動
を
園
原
に
安
置
し
た
。

ハ
5
〉
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(
6〉

五
五
一
年
、
娘
城
に
巡
狩
し
て
き
た
員
輿
王
の
前
で
演
奏
し
た
。

(

7

)

 

員
興
王
の
命
に
よ
っ
て
、
注
知
(
法
知
)
に
歌
、
階
古
に
琴
、
高
徳
に
舞
を
数
え
た
。

(
8〉

三
人
は
、
十
二
曲
を
締
約
し
て
五
曲
に
し
た
。
手
動
は
は
じ
め
怒
っ
た
が
、
そ
れ
を
聴
い
て
涙
を
流
し
て
感
歎
し
、

王
の
前
で
演
奏

し
て
も
よ
い
と
の
許
可
を
輿
え
た
。

(

9

)

 

こ
の
頃
、
租
園
(
斯
二
岐
園
・
大
加
耶
園
〉
が
滅
ん
だ
(
五
六
二
年
〉
。

(

叩

)

こ
の
三
人
の
演
奏
を
聴
い
た
王
は
、
娘
城
で
聴
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
大
い
に
慌
び
、
諌
臣
の
反
射
を
し
り
ぞ
け
て
新
羅
の
大

柴
と
し
た
。

(日〉

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
死
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
子
勤
の
生
涯
は
、
大
加
耶
連
盟
の
成
立
か
ら
終
膏
ま
で
に
並
行
す
る
も
の
で
、

ま
さ
に
大
加
耶
連
盟
と
と
も
に
生
き
た
人
物
で
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あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
翠
に
時
代
的
に
合
致
す
る
と
い
う
の
み
で
は
な
く
、
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ

と
に
、
上
記
の
(
1
)
J
(
4
〉
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
子
勤
が
い
つ
生
ま
れ
た
の
か
、
明
確
で
は
な
い
が
、

(
8
)
J
(
日
)
に
示
す
よ
う
に
、
五

六
二
年
ま
で
は
生
き
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
五
一

O
年
頃
に
嘉
悉
王
に
召
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
四
八

O
年
前
後
と
推
定
で

き
よ
う
。
そ
れ
は
、
大
加
耶
連
盟
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
時
期
に
あ
た
り
、

つ
ま
り
子
勤
は
、
す
で
に
大
加
耶
連
盟
に
属
す
る
一
園
と
な
っ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
耶
諸
園
の
一
固
と
し
て
濁
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
か
つ
連
盟
に
属
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
首
時
の
園
際
関
係
の
あ
り
ょ
う
が
、
子
勤
の
生
涯
を
大
き
く
規
定
し
た
、
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
斯
二
岐
園

の
王
で
は
な
く
、
連
盟
の
盟
主
で
あ
る
大
加
耶
園
王
に
召
し
出
さ
れ
、
連
盟
が
一
睡
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
十
二
曲
を
作
る
に
い
た
っ
た
か

て
い
た
斯
二
岐
園
に
生
ま
れ
た
、

ら
で
あ
る
。

そ
の
子
助
が
、
新
羅
に
亡
命
し
た
の
は
、
園
が
「
見
」
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
が
、
五
四

0
年
代
後
牢
は
、
ま
さ
に
園
が
「
飢
」
れ
た
朕
態

に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
新
羅
・
百
済
の
南
部
諸
園
へ
の
進
出
に
謝
し
て
、
加
耶
諸
園
は
、
濁
立
し
た
朕
態
で
の



存
績
は
、

‘し
だ
い
に
難
し
く
な
り
、
百
済
か
新
羅
か
い
ず
れ
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
ド
た

0

1

五
四
一
年
・
五
四
四

年
の
い
わ
ゆ
る
「
任
那
復
興
舎
議
」
は
、
首
時
の
献
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
北
部
を
中
心
と
す
る
大
加
耶
連
盟
の
諸
園
も
、
嘗
然
、
そ
れ
少
」

無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
大
加
耶
連
盟
内
部
に
お
い
て
も
、
百
済
・
新
羅
南
涯
の
針
立
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
激
動
の
時
代

で
あ
り
、
園
が
「
凱
」
れ
た
朕
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
子
勤
は
親
新
羅
涯
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
よ
り
安
定
を
求
め
て
新
羅
に
亡
命
し
た
の

で
あ
る
。
な
お
、
新
羅
・
員
輿
王
が
子
勤
を
園
原
に
安
置
し
た
こ
と
も
、
賓
に
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
園
原
は
、
直
前
ま
で
高
句
麗
領
で
あ

り
、
新
羅
の
飛
躍
的
領
土
擁
大
期
に
あ
た
る
員
輿
王
が
、
竹
嶺
を
越
え
て
獲
得
し
た
地
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
で
な
け
れ
ば
、
斯
二
岐

園
出
身
の
子
勤
が
園
原
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
子
勤
が
時
代
と
と
も
に
生
き
た
こ
と
を
示
し
て
あ
ま
り
あ

る
。子

勤
の
渡
範
の
生
涯
は
、
新
羅
に
お
い
て
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
(

9

)

に
示
す
よ
う
に
、
子
勤
の
生
ま
れ
た
斯
二
岐
園
、
そ
し
て
嘉
悉

王
の
大
加
耶
園
は
、
そ
れ
以
前
に
新
羅
に
よ
っ
て
滅
。
ほ
さ
れ
て
い
る
。
(

8

)

と
の
闘
連
に
お
い
て
、

さ
き
に
わ
た
し
は
、
子
勤
が
涙
を
流
し
て
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感
歎
し
た
の
は
、
自
分
が
そ
の
た
め
に
十
二
曲
を
作
り
、
そ
し
て
棄
て
て
逃
げ
だ
し
た
園
が
滅
亡
し
た
こ
と
に
よ
る
感
傷
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
し
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
想
像
で
し
か
な
い
が
、
子
勤
十
二
曲
の
ほ
ん
ら
い
持
つ
一
意
味
と
、
子
勤
の
生
い
立
ち
か
ら
す
れ
ば
、

亡
命
先
の
新
羅
に
よ
る
租
園
の
滅
亡
に
は
、
複
雑
な
思
い
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
子
勤
の
技
量
も
あ
っ
て
、
大
加
耶
連
盟
諸
闘
が

滅
ん
だ
の
ち
ま
で
、
加
耶
琴
の
曲
は
、
新
羅
の
大
柴
と
し
て
残
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
連
盟
の
推
移
を
あ
ら
た
め
て
、
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

(
2〉

連
盟
の
成
立
は
四
七

0
年
代
の
こ
と
で
、
そ
の
盟
主
は
大
加
耶
園
、
そ
の
王
は
嘉
悉
王
(
荷
知
王
)
で
あ

っ
た
。

嘉
悉
王
は
、
四
七
九
年
、
連
盟
諸
園
を
通
過
し
、
南
買
に
遺
使
し
て
、
そ
の
封
加
を
受
け
た
。

南
賢
か
ら
賀
さ
れ
た
知
識
が
、
加
耶
琴
の
作
製
と
関
わ
っ
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。

嘉
悉
王
は
、
連
盟
内
の
斯
二
岐
園
の
子
勤
の
笑
の
才
能
を
知
り
、
子
勤
を
召
し
だ
し
て
加
耶
琴
の
曲
を
作
ら
せ
た
。
そ
れ
は
、
連
盟

(

l

)

 

(
3〉

787 

(

4

)

 



788 

諸
園
の
名
に
ち
な
ん
だ
曲
名
を
も
ち
、

ま
さ
に
連
盟
の
一
鐙
化
を
は
か
る
記
念
的
な
繁
曲
で
あ
っ
た
。

(

5

)

 

連
盟
の
破
綻
の
第

一
歩
は
、

五
一
三
J
五

一
六
年
の
百
済
の
己
改
進
出
で
あ
っ
た
。
子
勤
十
二
曲
に
み
え
る
上
奇
物

・
下
奇
物
す
な

わ
ち
上
己
改
・
下
己
改
は
、
こ
れ
以
後
、
百
済
が
確
保
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
6〉

破
綻
の
第
二
歩
は
、
そ
の
後
、

五
二
二
年
に
至
る
ま
で
の
百
済
の
多
沙
津
進
出
で
あ
っ
た
。
連
盟
は
、
重
要
な
外
港
を
失

っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
連
盟
は
新
羅
に
よ
り
一
層
の
接
近
を
は
か
り
、
婚
姻
同
盟
が
結
ぼ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
8〉

五
四

0
年
代
、
新
羅
・
百
済
の
進
出
に
よ

っ
て
連
盟
諸
園
が
凱
れ
て
き
た
の
で
、
子
勃
は
楽
器
を
掲
え
て
新
羅
に
亡
命
し
た
。

五
六
二
年
、
大
加
耶
闘
を
は
じ
め
と
し
て
、
斯
二
岐
園
な
ど
残
さ
れ
た
連
盟
諸
闘
は
、
新
羅
に
よ
っ
て
完
全
に
滅
ぼ
さ
れ
、
新
羅
領

(

7

)

 

と
な
っ
た
。
大
加
耶
連
盟
の
終
鷲
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
検
討
の
結
果
、

大
加
耶
園
の
嘉
悉
(
荷
知
〉
王
は
、

四
七

0
年
代
か
ら
少
な
く
と
も
五
一

O
年
頃
ま
で
は
在
位
し
た
こ
と
に
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な
る
。
五
二
二
年
に
確
認
で
き
る
異
脳
王
は
、
そ
の
直
接
の
後
権
者
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

以
上
、

『
三
園
史
記
』
が
俸
え
る
子
勤
に
闘
す
る
限
ら
れ
た
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
を
遁
し
て
、
子
勤
の
生
涯
、
そ
し
て
子
勤
の
作
曲
し
た

加
耶
琴
の
十
二
曲
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
一
音
楽
史
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
子
勤
史
料

も
、
こ
う
し
て
あ
ら
た
め
て
検
討
す
れ
ば
、
歴
史
的
脈
絡
の
な
か
で
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
が
大
加
耶
連
盟

と
名
づ
け
る
、
大
加
耶
園
を
中
心
と
す
る
加
耶
諸
園
連
盟
の
政
治
過
程
の
究
明
に
、

い
く
ら
か
寄
興
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
結
論
は
、

そ
の
大
加
耶
連
盟
の
成

立
・
展
開
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
稿
と
補
完
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
自
盟
、
な
お
検
誼
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

お
よ
そ
前
節
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
り

こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

R
-
Av-
-

J

、

ナ
J

J

J

1

、

文
中
た
び
た
び
ふ
れ
た
よ
う
に
、

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
そ
れ
を
前
提
に
し
て
準
め
た

一
部
の
議
論
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
黙



で
、
別
稿
と
あ
わ
せ
た
批
正
を
賜
り
た
い
と
思
う
。

註
本
文
・
註
を
間
わ
ず
、
史
料
中
の
{
}
は
、
原
註
(
分
註
。
省
略
す
る

場
合
は

{分
註
略
}
な
ど
と
す
る
〉
。
史
料
お
よ
び
引
用
文
中
の
(
)
は
西

暦
・
校
訂
等
の
補
註
、
〔
〕
は
語
句
の
補
足
、
:
:
は
省
略
で
、
い
ず
れ

も
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
田
中
に
よ
る
。

789 

(

1

)

大
加
耶
連
盟
に
つ
い
て
は
、
田
中
俊
明
「
大
加
耶
連
盟
の
成
立
と
展

開
」
に
お
い
て
詳
述
す
る
。
以
下
、
小
稿
で
「
別
稿
」
と
よ
ぶ
の
は
、

同
稿
を
指
す
。
小
稿
と
並
行
し
て
成
稿
し
た
も
の
で
、
小
稿
と
は
補
完

す
る
関
係
に
あ
る
。

(
2
〉
末
松
保
和
氏
は
、

『
任
那
興
亡
史
』
第
九
章
「
加
羅
諸
閣
と
そ
の
文

化
」
に
「
(
四
)
加
羅
の
音
楽
と
舞
踊
」
と
い
う
節
を
設
け
て
、
子
勅

史
料
に
つ
い
て
も
比
較
的
詳
し
く
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
停
設
に

す
ぎ
な
い
と
し
て
、
と
く
に
史
質
性
を
認
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
十
二
曲

も
子
動
の
製
作
に
依
託
さ
れ
て
俸
わ
っ
た
、
加
羅
諸
園
の
代
表
的
楽
曲

の
総
括
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
(
一
一
一一一九
J
二
四
二
頁
可
小
稿
は
、

史
貫
性
を
認
め
、
そ
れ
を
加
耶
諸
園
の
史
的
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け

る
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
末
松
設
の
批
剣
と
な
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
。

(

3

)

『
三
園
史
記
』
は
、
李
朝
中
宗
七
年
(
一
五
一
二
)
刊
本
に
よ
る
。

た
だ
し
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
衣
に
掲
げ
る
よ
う
に
「
千
勃
」
「
干
勧
」
な

ど
、
「
子
動
」
と
表
記
す
る
ほ
う
が
ま
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
板

刻
上
の
誤
り
で
あ
り
、
成
立
が
そ
れ
に
先
立
つ
、
例
え
ば
『
東
園
輿
地

勝
覧
』
(
板
刻
は
遅
れ
る
が
)
な
ど
に
お
い
て
「
子
勤
」
と
し
て
い
る

の
を
ほ
ん
ら
い
の
形
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

(

4

)

園
原
が
忠
州
に
あ
た
る
こ
と
は
問
題
な
い
が
、
『
新
増
東
園
輿
地
勝

覧
』
巻
一
四

・
忠
州
牧
に
は
、
人
物
・
寓
居
僚
に
子
勅
を
と
り
あ
げ
る

ほ
か
、
山
川
僚
に
「
子
動
遊
ぶ
所
の
地
」
と
い
う
月
落
灘
、
古
跡
僚
に

「
子
勅
琴
を
潮
岬
く
の
庭
」
と
い
う
強
琴
蔓
を
載
録
し
て
い
る
。

(

5

)

娘
減
は
、
『
三
園
史
記
』
の
岡
県
卒
玉
五
一
年
〈
六
二
九
)
僚
や
金
庚

信
俸
な
ど
に
み
え
る
「
高
句
麗
の
娘
管
減
」
と
同
じ
と
み
て
よ
か
ろ

う
。
地
理
志
四
の
百
済
・
熊
川
州
で
は
「
西
原

【
一
に
管
減
と
云
い
、

一
に
子
谷
と
云
う
ご
と
「
娘
」
字
が
脱
落
し
て
い
る
が
、
『
新
増
東
園

輿
地
勝
覧
』
巻
一
五

・
清
州
牧

・
建
置
沿
革
僚
に
「
本
と
百
済
の
上
黛

鯨
な
り

{一

に
娘
管
減
と
云
い
、
一
に
娘
子
谷
と
云
う
}。
新
羅

・
神

文
王
五
年
〈
六
八
五
)
初
め
て
西
原
小
京
を
置
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、

の
ち
の
西
原
小
京
で
あ
り
、
現
在
の
清
州
に
あ
た
る
。
関
徳
植
コ
両
句

麗
判
道
西
豚
城
考
」
四
九
頁
参
照
。

(
6
)

尼
文
に
つ
い
て
は
、

D
に
つ
づ
け
て
「
泥
文
の
製
す
る
所
の
三
曲
、

一
に
烏
と
日
い
、
二
に
鼠
と
日
い
、
三
に
鶴
と
日
う
」
と
あ
る
(
「
泥
」

と
「
尼
」
は
通
用
)
。
子
勃
の
「
加
耶
園
」
時
代
か
ら
の
弟
子
か
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
ず
、
以
下
の
行
論
で
は
ふ
れ

な
い
こ
と
と
す
る
。
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(
7
〉
本
文
・
分
註
は
区
別
し
な
い
。
「
加
耶
山
」
「
古
寧
加
耶
図
」
な
ど

「
加
耶
」
(
お
よ
び
そ
の
異
表
記
)
を
含
む
語
を
す
べ
て
採
れ
ば
、

「加

耶
」
は
三
七
回
、
「
伽
耶
」
は
二
回
、
「
伽
落
」
は
一
回
、
「
加
羅
」

は
六
回
、
「
加
良
」
は
二
回
、
登
場
す
る
。

(

8

)

池
内
宏
『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
』
で
は
、

(
C

〉
を
金
官
閣
の
こ
と

と
し
て
い
る
が
、
単
な
る
誤
解
で
あ
る
(
一
四
七
頁
)
。

(
9
〉

(
d
)
が
回
目
興
王
二
三
年
僚
と
針
路
す
る
こ
と
は
、
爾
者
に
斯
多
合
の

活
躍
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
問
題
は
な
い
が
、
こ
こ
に
異
斯
夫
が

み
え
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
こ
れ
を
一
般
に
そ

う
認
め
る
よ
う
に
、
確
か
に
大
加
耶
園
の
滅
亡
記
事
と
し
て
よ
い
の
か

ど
う
か
、
貸
は
明
詮
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
年
に
滅
亡
し
た
加
耶

諸
園
は
、
『
日
本
書
紀
』
巻
一
九
・
欽
明
二
三
年
僚
の
分
註
に
み
え
る

「
十
園
」
す
べ
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、
「
加
羅
園
」
す
な
わ
ち
大
加

耶
園
の
み
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
.
す
、
地
理
志
一

の
康
州
・
高
盤
郡
に
「
員
奥
大
玉
、
侵
し
て
之
を
滅
ぼ
し
、
其
の
地
を

以
て
大
加
耶
郡
と
鴛
す
」
と
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
れ
以
外
に
、
地
理

士
山
に
民
興
王
代
の
滅
亡
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
、
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
つ
ま
り
コ
ニ
園
史
記
』
の
立
場
で
、
員
輿
王
代
に
滅
亡
し
た
加
耶

園
と
し
て
記
す
べ
き
は
、
大
加
耶
園
の
み
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

(

m

)

『
遣
事
』
に
も
各
五
・
勿
稽
子
僚
に
封
態
記
事
が
あ
る
。
た
だ
し
そ

こ
で
は
、
保
羅
園
等
八
閣
が
新
羅
の
透
境
に
来
侵
し
た
と
あ
り
、
加

羅
・
阿
羅
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。

(
日
)
白
承
忠
『
1
1
3
州、
η
井
、
件
州
司
4

A

O
有
斗
ユ
キ
叶
』
に

よ
れ
ば
、
「
一
般
的
に
阿
羅
は
加
羅
の
誤
記
と
理
解
さ
れ
て
い
る
」
(
六

四
頁
)
と
い
う
。
そ
し
て
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な

一
般
的
理
解
の
も
と

で
、
誤
記
と
し
た
上
で
、
例
え
ば
千
寛
字
氏
は
、
こ
の
「
加
羅
」
を

「
金
海
?
」
と
み
て
い
る
(
「
復
元
加
耶
史
」
上
三

O
五
頁
)
。
以
下
の

行
論
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
都
合
が
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
に
安
易
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
と
り
あ
え
ず
は
、
記
さ

れ
る
ま
ま
に
「
阿
経
園
」
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
臼
〉
安
羅
園
に
つ
い
て
は
、
各
三
四
・
地
理
士
山
一
・
康
州
・
威
安
郡
僚
に

「威
安
郡
。
法
輿
王
大
兵
を
以
て
阿
戸
羅
圏

一
一
に
阿
郡
(
那
)
加
耶

と
云
う
}
を
滅
ぼ
す
」
と
あ
り
、
「
加
耶
」
と
い
う
表
記
が
ま
っ
た
く

用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
単
な

る

「
加
耶
」
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
加
耶

・
伽
耶
・
加
羅
な
ど
が
単
な

る
異
表
記
で
あ
る
以
上
、
ど
の
表
記
を
用
い
て
も
一
意
味
の
差
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、
安
羅
閣
に
「
加
耶
」
と
い
う
用
字
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は

む
し
ろ
蛍
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
上
で
、
一
つ
の
歴
史
書
の
な
か

で
の
表
記
の
差
に
注
目
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
日
)
一
ニ
品
彰
英
氏
は
、
「
加
耶
」
史
料
の
空
白
期
に
倭
人
関
係
記
事
が
頻

見
し
、
逆
に
「
加
耶
」
史
料
が
再
び
現
わ
れ
る
こ
ろ
さ
一
口
問
氏
は
、
四

八
一
年
の
史
料
を
見
落
と
し
て
い
る
が
〉
か
ら
倭
人
関
係
記
事
が
み
え

な
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
編
纂
上
の
事
情
で
は
な
く
、
歴
史
事
貨
を

反
映
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
縛
換
が
「
日
本
木
園
か
ら
の
支
配

力
が
そ
の
寅
を
失
つ
」
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
、
と
み
て
い
る
ハ
『
日

本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
詮
土
谷
』
二
ハ
七
J
一
七
二
頁
)
。

(
M
H
)

千
寛
字
「
復
元
加
耶
史
」
下
一
一

O
J
一
一
一
一
良
。
た
だ
し
千
氏

も
、
四
八
一
年
の
史
料
を
見
落
と
し
て
お
り
、
四
九
六
年
ま
で
空
白
と

し
て
い
る
。
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(
阻
む
前
半
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
お
よ
そ
金
官
園
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
と

い
う
こ
と
は
、
「
黄
山
河
」
(
洛
東
江
下
流
を
指
す
〉
や
「
黄
山
津
口
」

が
み
え
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
が
、
金
官
園
は
そ
の
名
で
も
登
場
し
て
お

り
、
ま
た
「
加
羅
」
の
例
は
、
上
記
の
よ
う
に
安
羅
を
指
し
て
い
る
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
翠
純
に
は
い
え
な
い
。

(
叩
山
)
例
え
ば
(

C

)

の
直
後
の
法
輿
王
一
一
年
(
五
二
四
)
篠
に
み
え
る

「加
耶
王
」
を
金
官
園
王
と
み
る
論
者
は
多
い
。
朱
甫
敵
「
加
耶
滅
亡

問
題
州
叫
せ
一
考
察
」
一
七

O
頁
参
照
。

(
げ
)
近
年
で
は
、
李
丙
蕪
謬
註
コ
ニ
圏
史
記
園
誇
篇
』
五
九
頁
、
千
寛
字

「復
元
加
耶
史
」
下
一
一

一O
頁
、
朱
甫
敵
同
前

一
八
二
頁
、
山
尾
幸
久

『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
一
一
一一一

O
頁
な
ど
。

(
活
)
津
田
左
右
士
ロ
「
任
那
彊
域
考
」
附
録

「韓
史
に
見
ゆ
る
庚
義
の
加
耶

及
び
駕
洛
園
記
の
六
伽
耶
に
就
い
て
」
一
二
四
頁
ほ
か
。

(
川
口
)
末
松
保
和
氏
は
、
嘉
悉
王
に
つ
い
て
「
従
来
多
く
の
論
者
は
、
こ
れ

を
金
官
加
羅
の
玉
名
の
一
つ
に
比
定
せ
ん
と
し
た
が
、
そ
れ
に
嘗
る
も

の
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
子
動
と
の
関
係
か
ら
推
し
て
、
金
官
以

外
の
あ
る
園
の
王
名
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
す
る
(
『
任
那
興
亡
史
』

二
四

O
頁
)
。
し
た
が
っ
て
大
加
耶
闘
を
排
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

子
紡
の
出
身
地
と
の
関
係
か
ら
、
第
三
園
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。

(
初
〉
鬼
頭
清
明
「
加
羅
諸
園
の
史
的
設
展
に
つ
い
て
」
二

O
二一頁。

(
幻
)
『
日
本
書
紀
』
各
一
九
・
欽
明
二
年
(
五
四
一
〉
夏
四
月
僚
の
聖
明

王
の
言
の
な
か
に
「
加
羅
に
赴
き
て
任
那
の
日
本
府
と
曾
し
て
相
盟

す
」
と
あ
る
「
加
羅
」
は
、
異
論
も
あ
る
が
、

「日
本
府
」

H

倭
宰
U

倭
園
使
が
源
遣
さ
れ
た
安
羅
園
を
指
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る。

(
幻
〉
車
中
谷
は
、
『
勝
究
』
に
「
豚
の
北
三
里
」
に
あ
る
と
す
る
が
、
現
在

も
そ
の
名
が
残
る
の
か
ど
う
か
、
未
確
認
で
あ
る
。

(
幻
)
も
っ
と
も
李
丙
蕪
氏
は
、
こ
の
「
惇
設
的
遺
蹟
」
が
高
鐙
に
あ
る
こ

と
を
根
擦
に
し
て
い
る
(
同
氏
謬
註
『
三
園
史
記
園
誇
篇
』
五
九
頁
)
。

(

M

)

加
耶
諸
闘
の
な
か
で
は
、
金
官
園
の
み
が
そ
れ
自
位
完
結
す
る
王
系

を
停
え
る
。
『
三
園
遣
事
』
王
暦
お
よ
び
省
二
・

駕
洛
園
記
燦
に
よ
れ

ば
、
首
露
王
以
下
、
末
王
の
仇
亥
(
仇
衡
)
王
ま
で
一

O
代
を
鍛
え

る。

(
お
)
村
上
四
男
「
金
官
園
の
世
系
と
卒
支
公
〈
率
友
公
)
」
二
四
八
頁
。

(
お
)
園
原
の
確
保
は
、
新
羅
が
高
句
麗
と
の
園
境
を
な
し
て
い
た
竹
嶺
を

越
え
て
、
赤
成
〈
丹
陽
)
を
嬰
得
し
「
赤
城
碑
」
を
立
て
た
の
ち
で
あ

り
、
『
三
園
史
記
』

巻
四
四
・
列
億
四
・
居
決
夫
に
「
〔
員
輿
主
〕
十
二

年
辛
未
(
五
五
一
)
:・
:
・
居
捷
夫
等
、
勝
ち
に
乗
じ
て
竹
嶺
以
外
、
高

幌
以
内
の
十
郡
を
取
る
」
と
あ
る
、
五
五

一
年
以
前
で
あ
る
。
竹
嶺
を

越
え
た
の
は
、
五
四
五
年
と
考
え
ら
れ
る
。
武
田
幸
男
「
岡
県
輿
主
代
に

お
け
る
新
羅
の
赤
妓
経
営
」
二
八
J
三
二
頁
参
照
。

(
幻
〉
『
一
一
一
園
史
記
』
宅
四
・
岡
県
輿
王
一
九
年
(
五
五
八
)
僚
に
は
、
「
春

二
月
、
貴
戚
の
子
弟
及
び
六
部
の
豪
民
を
役
し
て
以
て
園
原
を
寅
た

す
」
と
み
え
る
。
確
保
し
て
直
後
の
徒
民
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
。

(
お
〉
金
官
園
の
最
終
的
な
滅
亡
は
、
『
三
園
史
記
』
巻
四

・
法
奥
王

一
九

年
(
五
一
一
一
一
一
)
な
ど
に
み
え
る
末
王
仇
亥
の
投
降
で
あ
る
。
『
日
本
書

紀
』
巻
一
七
・
緩
健
二
三
年
(
五
二
九
〉
四
月
是
月
僚
に
は
、
そ
れ
以

前
に
、
新
羅
に
よ
っ
て
抄
掠
さ
れ
媛
滅
的
打
撃
を
う
け
た
こ
と
を
記
し
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て
い
る
。

(
勾
)
前
開
恭
作
「
三
斡
古
地
名
考
補
正
」
四
l
五
頁。

(
ぬ
)
『
一
一
一
園
史
記
』
巻
二
八

・
百
済
本
紀
六

・
義
慈
王
二
年
(
六
四
二
)

篠
ほ
か
。
『
奮
唐
書
』
百
済
俸
な
ど
、
中
園
史
料
に
も
停
え
る
。

(
担
)
全
品
開
来
「
百
捕
阿
南
方
境
域
剖
「
受
遜
」
一
五
六
頁
参
照
。

(

M

M

)

末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
二
四
一

頁
、
全
策
来
「
百
冊
阿
南
方
境
域

叫「

嬰
遜
」

一
五
六
頁
。

(

M

M

)

今
西
龍
『
大
正
六
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
四
六
三
頁
で
は
、
そ
れ
を

承
け
て
、
高
盤
の
主
山
(
耳
山
)
の
西
南
の
高
谷
を
、
加
西
谷
の
西
字

が
省
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
全
策
来
氏
は
、
『
三
園

史
記
』
巻
二
七
・
百
済
本
紀
五

・
武
王
三
四
年
(
六
三
三
)
僚
に
「
私

八
月
、
絡
を
遣
わ
し
新
羅
の
西
谷
同
酬
を
攻
め
し
む
。
十
三
日
に
し
て
之

を
抜
く
」
と
あ
る
「
西
谷
域
」
も
、
加
西
谷
の
略
稽
と
し
て
い
る
(
「百

済
南
方
境
域
判

資
遷
」
一

五
五
頁
)
。

(
鈍
)
『
三
園
史
記
』

単位
五
・
武
烈
王
八
年
(
六
六
一
)
四
月
一
九
日
係

に
、
武
烈
王
が
、
百
済
と
の
戟
闘
に
お
い
て
新
羅
軍
が
敗
れ
た
と
聞
い

て
、
同
柑
軍
金
純
ら
を
救
援
軍
と
し
て
波
遣
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
そ
の

救
援
軍
が
「
加
戸
令
津
に
至
り
て
軍
の
退
く
を
聞
き
、
加
召
川
に
至
り

て
乃
ち
還
る
」
と
あ
る
。

「
加
令
の
津
」
は
こ
の
「
加
戸
令
の
津
」
と

同
じ
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「加
戸
令
の
津
」
に
つ
い
て
池
内
宏
氏
は
、

「
慶
尚
南
道
の
伽
耶
山
に
源
を
愛
し、

高
径
の
南
に
歪
っ
て
大
伽
川
に

曾
す
る
伽
耶
川
で
あ
ら
う
L

と
し
、
新
羅
の
救
援
軍
は
「
伽
耶
川
の
上

流
を
渡
」
っ
た
と
す
る
が
(「百
済
滅
亡
後
の
動
蹴
及
び
唐
・
羅
・
日

三
園
の
関
係
」
=
二
頁
)
、
容
易
に
一渡
れ
る

川
で
は
「
加
戸
の
津
を

開
く
」
と
さ
れ
る
津
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
え
な
い
。

(
お
〉
か
つ
て
新
羅
郡
豚
図
を
作
成
し
た
時
に
(
井
上
秀
雄
『
新
羅
史
基
礎

研
究
』

附
録
日
新
羅
州
京
都
豚
闘
。
い
ま
か
ら
み
る
と
訂
正
す
べ
き
誤

り
が
多
く
、
新
版
を
渡
表
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
)
、
や
は
り
『
大

東
輿
地
園
』
に
依
接
し
て
、
牛
谷
面
に
あ
て
た
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、

津
自
堕
は
、
牛
谷
薗
の
北
の
開
津
面
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

(
お
)
前
々
註
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
新
羅
王
都
↓
加
戸
今
津
↓
加
召
川
↓
百

務
と
い
う

コ
l
ス
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

加
召
川
は
、

康
州

・
居

回
日
郡
・
威
陰
豚
の
古
名
「
加
召
豚
」
と
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
、

「
加
召
豚
」
は
現
在
の
居
昌
郡
加
昨
面
で
あ
る
か
ら
、
加
戸
今
津
の
比

定
が
上
記
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
問
題
は
な
い
。

(
幻
)
末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
一
一
四

一
頁。

(
お
)
全
策
来
「
百
硫
阿
南
方
境
成
司
繁
遜
」
一
五
六
頁
。

(
鈎
〉
押
梁
州
は
大
耶
州
が
奪
わ
れ
た
そ
の
年
(
六
四
二
)
に
す
ぐ
設
置
さ

れ
、
金
庚
信
が
軍
主
と
な
っ

て
い
る
。
『
三
園
史
記
』
巻
五

・
善
徳
王

二
年
篠
参
照。

(ω)
鮎
貝
房
之
進
『
日
本
書
紀
朝
鮮
地
名
孜
』
六
七
五
頁
・
下

一
五
九
了

表。

(

H

U

)

『
新
撰
姓
氏
録
』
(
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
本
文
篇
』

〔吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
七
月〕

所
枚
「
校
訂
新
撰
姓
氏
録
」
に

嬢
る
〉
左
京
諸
蕃
下
に
「
道
回
連
」
が
み
え
、
「
任
那
図
賀
羅
賀
室
王

よ
り
出
づ
」
と
す
る
。
こ
の
「
賀
室
王
」
も
嘉
悉
王
に
通
じ
る
も
の
と

恩
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
「
賀
羅
」
と
あ
る
の
は
、

「加
羅
」
の
こ
と
で
、

大
加
耶
園
を
指
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
必
)

か
つ
て
那
珂
遁
世
氏
の
よ
う
に
、
雨
史
料
の
存
在
を
認
識
し
つ
つ
、

爾
者
別
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
っ
た
が
(
「
加
羅
考
」
一

八
二
頁
〉
、
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お
よ
そ
津
田
左
右
吉
「
任
那
彊
域
考
」
以
来
(
一
二
三
J
一
二
四
頁
)
、

嘉
悉
H

荷
知
と
す
る
意
見
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
円
相
)
大
山
誠
一
「
所
謂
『
任
那
日
本
府
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
中
四
二
頁

註
③
)
、
金
泰
植
「

5
4オ

-一
平
吐
大
加
耶
剖
「
叫
三
社
刊
叫
せ

研
究
」
六
九
頁
な
ど
。

(
H
H

〉
大
山
誠
一
氏
は
「
年
代
に
六
二
年
も
の
差
が
生
じ
、
支
持
し
難
い
」

と
す
る
(
同
前
三
わ
た
し
も
こ
の
係
年
の
開
き
(
質
際
に
は
七
二
年

で
あ
る
が
)
か
ら
、
認
定
す
る
こ
と
を
跨
臨
聞
し
て
い
た
が
〈
東
潮
・
田

中
俊
明
編
者
『
韓
園
の
古
代
遺
跡
2
百
済
・
伽
耶
篇
』
二
二
六
頁
)
、

再
検
討
の
結
果
、
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

(
必
〉
金
泰
植
「

5
4オ
-
卒
、
吐
大
加
耶
剖
「
叫
己
ポ
」
刊
叫
吐
研
究
」

六
九
頁
。

(
必
〉
津
田
左
右
吉
「
任
那
彊
域
考
」
一
二
四
頁
。
今
西
龍
「
加
羅
彊
域

考
」
三
三
七
頁
(
錯
知
王
読
)
。
村
上
四
男
「
金
官
圏
の
世
系
と
卒
支

公
(
率
友
公
)
」
は
、
吹
希
王
(
一
云
叱
嘉
)
設
を
一
案
と
し
て
提
示

し
て
い
る
(
二
四
八
J
二
五

O
頁〉。

(
U
)

鬼
頭
清
明
「
加
羅
諸
園
の
史
的
援
展
に
つ
い
て
」
一
一
一
七
J
一一一八

頁。

(
品
目
)
「
荷
知
」
大
加
耶
図
王
設
を
提
示
し
た
の
は
千
寛
字
氏
が
最
初
で
は

な
い
か
と
思
う
(
「
韓
園
史
の
潮
流
」
一
一

O
頁
)
。
た
だ
し
、
根
擦
と

し
て
「
『
三
園
遺
事
』
に
は
、
こ
の
頃
の
駕
洛
H

金
官
加
耶
王
は
紺
知

で
あ
る
と
出
る
の
で
、
荷
知
は
大
加
耶
王
か
」
と
す
る
程
度
で
、
そ
れ

で
は
前
々
註
に
あ
げ
た
錯
知
王
設
の
批
剣
に
は
な
り
え
な
い
。
そ
の

後
、
請
田
正
幸

「
六
世
紀
前
期
の
日
朝
関
係
」
四
五
頁
、
山
尾
幸
久

『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
二
三

O
頁
な
ど
も
同
設
で
あ
る
が
、
根

援
は
示
し
て
い
な
い
。
大
山
誠
一
「
所
謂
『
任
那
日
本
府
』
の
成
立
に

つ
い
て
」
で
は
、
『
三
園
史
記
』
に
お
い
て
「
皐
に
加
耶
と
言
え
ば
高

鐙
の
加
耶
(
北
加
羅
H

原
註
)
で
あ
」
る
か
ら
、
「
荷
知
」
は
コ
両
盤

加
耶
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
が
〈
中
二
九
頁
)
、

そ
の
前
提
は
第
二
節
で
詳
述
し
た
通
り
で
、
誤
解
で
あ
り
、
さ
ら
に
た

と
え
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
三
園
史
記
』
の
例
を
『
南
費

量
百
』
の
理
解
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

、ν

(
川
叩
〉
坂
元
義
種
氏
に
よ
れ
ば
、
倭
闘
王
の
南
朝
、
通
交
の
目
的
は
官
爵
の
除

正
要
請
に
あ
っ
た
が
、
四
七
八
年
の
上
表
を
伴
う
要
請
に
射
し
、
「
南

朝
は
「
都
督
百
諸
問
諸
軍
事
」
の
加
鋭
を
許
さ
ず
、
し
か
も
、
こ
の
た
び

は
高
句
麗
征
伐
と
の
関
連
で
倭
園
王
が
切
願
し
た
「
開
府
儀
同
三
司
」

の
除
正
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
」
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
高
句
麗
征
伐
を

願
っ
て
容
れ
ら
れ
」
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
「
こ
れ
が
契
機
と
な
っ

て
、
つ
い
に
南
朝
と
の
交
渉
を
紹
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
そ
し

て
そ
の
後
倭
園
は
「
い
わ
ゆ
る
朋
封
陸
制
の
き
ず
な
を
紹
ち
、
濁
自
の

展
開
を
計
つ
」
た
と
い
う
(
「
五
王
の
世
紀
」
一

O
四
J
一一一

O
頁)。

(
印
)
『
日
本
書
紀
』
に
「
臣
が
朝
貢
の
津
渉
た
り
」
と
あ
る
の
は
、
直
接

に
は
倭
圏
に
射
す
る
朝
貢
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
事
賞

で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
加
羅

(
H
大
加
耶
)
に
と
っ
て
外
港

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
れ
ば
よ
い
。

(
臼
)
金
泰
植
「
5
4
4川
』
一
平
吐
大
加
耶
叫
寸
堂
社
刊
叫
吐
研
究
」

六
八
頁
。

(
臼
)
今
西
龍
「
加
羅
彊
域
考
」
に
よ
れ
ば
、
高
鐙
か
ら
は
、
「
居
昌
・
安

義
の
方
面
に
出
で
威
陽
・
雲
峰
を
経
て
嶋
津
江
口
(
韓
多
沙
H
原
註
)
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に
出
づ
る
一
通
路
極
め
て
良
好
な
り
」
と
い
う
(
一
一
二
三
百
円
)
。

(
臼
〉
『
三
園
史
記
』
の
築
士
ゅ
で
は
、
史
料
C
の
直
前
に
「
加
耶
琴
も
亦
た

中
園
の
楽
部
の
筈
に
法
り
て
之
を
震
る
」
と
あ
り
、

C
(
a
)
に
、
「
唐

の
楽
器
を
見
て
」
造
ら
せ
た
と
あ
る
。
中
園
か
ら
十
二
絃
の
響
が
直
接

か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
関
す
る
知
識
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
加
耶
琴

の
作
製
の
機
縁
と
な
っ
た
、
と
想
像
す
る
の
は
{
容
易
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
機
舎
と
し
て
南
斉
通
交
を
想
定
す

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
林
謙
三
『
正
倉
院
柴
田
耐
の
研
究
』
に
よ
れ

ば
、
中
閣
に
お
い
て
は
、
北
朝
の
末
か
ら
階
初
に
か
け
て
十
三
絃
の
讐

が
現
わ
れ
、
そ
れ
が
貌
・

耳
百
系
の
十
二
絃
容
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
南
脅
で
は
な
お
、
十
二
絃
等
が
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
林
氏
自
身
は
、

嘉
悉
王
を
梁
隙
聞
の
人
物
と
み
た
た

め
、
そ
の
時
代
に
は
中
閣
で
は
す
で
に
十
三
絃
筈
が
行
な
わ
れ
て
お

り
、
加
耶
琴
が
十
二
絃
で
あ
る
の
は
、
そ
の
時
代
以
前
の
貌
・

耳目
系
の

十
二
絃
箸
と
関
係
が
あ
る
、
と
す
る
が
(
二
八

0
1二
八
一
頁
)
、
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
嘉
悉
王
は
南
脅
代
の
人
物
と
し
て
問
題

な
い
。
そ
し
て
、
十
三
絃
筈
の
通
行
が
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
加
耶
琴
が
十
二
絃
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
南
斉
代
で
あ
っ
て
こ

そ
、
理
解
で
き
る
と
い
え
る
。

(
臼
〉
鮎
貝
房
之
進
『
日
本
書
紀
朝
鮮
地
名
孜
』
は
ご
こ
を
除
き
て
は
皆

慶
尚
道
の
地
名
な
り
」
(
五
八

O
頁
・
下
一

一
一
丁
裏
)
、
「
融
市
名
の
多

く
は
皮
肉
右
道
の
地
名
に
取
り
あ
る
」
(
四
五
四
頁
・
下
回
八
丁
裏
)

と
す
る
。
た
だ
し
二
・
三
を
除
い
て
具
鐙
的
な
比
定
は
み
ら
れ
な
い
。

そ
れ
を
承
け
た
末
松
保
和
氏
は
九
つ
を
地
名
と
解
し
、
七
つ
に
つ
い
て

具
値
的
に
比
定
し
た
(
『
任
那
興
亡
史
』
二
四
二
頁
)
。

(
日
〉
地
名
と
解
す
る
ほ
か
、
例
え
ば
小
倉
準
卒
『
郷
歌
及
び
吏
讃
の
研

究
』
は
動
物
名
を
採
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
(
註
(
筋
)
(
叩
)
参
照
)
と

解
し
て
い
る
が
ご
六
頁
)
、
し
た
が
え
な
い
。

(
回
〉
末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
二
四
二
頁
。
梁
柱
東
『
檎
訂
古
歌
研

究
』
も
「
各
地
方
の
俗
雌
訴
を
楽
曲
化
し
た
」
と
す
る
(
一
一
一

O
頁〉。

(
町
)
『
三
園
遺
事
』
巻
五
・
勿
稽
子
僚
に
み
え
る
浦
上
八
図
の
一
つ
が

「
史
勿
園
」
で
あ
る
。

(
問
)
末
松
保
和
氏
は
「
居
昌
か
、
或
は
E

日
州
か
」
と
す
る
が
(
『
任
那
興

亡
史
』
二
四
二
頁
)
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
地
理
志
の
康
州
(
い
ま
の
耳
目

州
)
僚
に

「
神
文
王
五
年

・
唐
の
垂
扶
元
年
(
六
八
五
)
、
居
陥
州
を

分
か
ち
て
脊
州
を
置
く
」
と
あ
り
、
耳目
州
の
古
名
が
「
居
陶
」
と
受
け

取
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
居
昌
郡
の
古
名
「
居
烈
郡
」
に
「
或
い
は
居

陥
と
一玄
う
」
と
い
う
分
註
が
あ
り
、
雨
者
通
じ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
に

よ
る
。
し
か
し
現
貨
に
は
、
居
日
自
に
置
か
れ
て
い
た
居
陥
州
(
居
列

州
)
が
駿
さ
れ
、
新
た
に
菅
州
に
脊
州
が
置
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
菅
州
と
居
陥
(
居
列
)
と
は
ほ
ん
ら
い
関
係
が
な
い
と
み
る
べ

き
で
あ
る
(
金
泰
植
「
5
叫
オ
一
平
吐
大
加
耶
判
官
対
布
叫
せ

研
究
」
九

O
J九
二
頁
)
。

(
臼
)
『
三
園
史
記
』
各
一
・
新
羅
本
紀
一
・
婆
裟
尼
師
今
二
九
年
(
一

O

八
)
僚
に

「草
八
園
」
と
み
え
る
。

(
印
)
こ
の
支
瀞
州
の

「己
波
鯨
」
を
次
に
一
示
す
『
日
本
書
紀
』
の
「
己

波
」
と
同
所
と
み
る
考
え
も
あ
る
が
(
池
内
宏
「
百
済
滅
亡
後
の
動
乱

及
び
唐
・
羅
・
日
三
園
の
関
係
」
一
八
一
頁
〉
、
大
勢
は
別
と
す
る
。

そ
の

「
己
改
脈
」

が
ど
こ
で
あ
れ
、
こ
こ
で
は
、
今
勿
u
己
改
と
い
う

文
字
の
書
換
え
が
確
か
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
。
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(
侃
〉
『
梁
職
貢
園
』
百
済
圏
使
僚
に
み
え
る
「
上
巳
文
」
は
、
ほ
ん
ら
い

「
上
己
文
」
で
、
こ
の
上
奇
物
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
。

(
臼
〉
太
宰
府
天
満
宮
(
西
高
辻
家
)
所
蔵
紗
本
『
翰
苑
』
蕃
夷
部
(
竹
内

理
三
校
訂
・
解
説
『
翰
苑
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
五
月
〕
所

校
閲
版
)
・
百
済
僚
の
分
註
に
引
く
『
括
地
志
』
に
、
「
叉
有
基
波
河
在

園
源
出
其
園
源
出
其
園
南
山
東
南
流
入
大
海
其
中
水
族
輿
中
夏
同
」
と

あ
る
。
こ
の
紗
本
は
課
寓
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
「
在
園
」
の

衣
に
は
方
位
な
ど
が
脱
落
し
、
「
源
出
其
園
」
は
街
字
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
で
よ
け
れ
ば
、
「
又
た
基
波
河
、
園
の
:
:
:
に
在
る
有

り
。
源
は
其
の
園
の
南
山
よ
り
出
で
、
東
南
流
し
て
大
海
に
入
る
。
其

の
中
の
水
族
は
、
中
夏
と
同
じ
」
と
讃
む
こ
と
が
で
き
る
。
:
:
:
は
、

所
引
『
括
地
士
山
』
の
他
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
「
東
界
」
で
あ
ろ
う
か
。

(
臼
)
『
括
地
志
』
の
「
基
波
河
」
が
婚
津
江
で
あ
る
こ
と
は
、
今
西
龍

「
己
波
伴
岐
考
」
の
指
摘
〈
三
八
九
頁
)
以
来
、
定
着
し
て
い
る
。

(
臼
)
鮎
貝
房
之
進
氏
も
、
奇
物
H

己
波
と
す
る
が
、
比
定
は
甘
文
小
園
競

(
註
(
槌
〉
参
照
〉
に
従
っ
て
い
る
(
『
日
本
書
紀
朝
鮮
地
名
孜
』
四
五

四
頁
・
下
四
八
丁
袈
〉
。

(
白
山
)
末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
二
四
二
頁
。
た
だ
し
末
松
氏
は
、
四
の

「
達
巳
」
お
よ
び
多
仁
豚
の
古
名
「
逮
巳
」
を
と
も
に
「
逮
己
」
と
し

て
い
る
。
『
三
園
史
記
』
中
宗
刊
本
に
嬢
る
限
り
、
と
も
に
「
達
巳
」

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
小
倉
進
卒
『
郷
歌
及
び
吏
設

の
研
究
』
は
、
や
は
り
「
達
己
」
と
讃
み
、
「
鶏
」
を
一
意
味
す
る
も
の

と
し
て
い
る
(
一
六
頁
〉
。

(
伺
)
同
前
。
梁
佐
東
『
増
訂
古
歌
研
究
』
は
康
州
・
天
嶺
郡
の
領
勝
利
安

懸
(
い
ま
の
威
陽
郡
安
義
薗
)
の
古
名
「
馬
利
豚
」
に
あ
て
て
い
る

(
一
一
二
頁
〉
。

(
訂
〉
前
々
註
に
示
し
た
通
り
、
雨
者
「
逮
巳
」
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
雨

者
同
じ
で
あ
る
が
、
多
仁
燃
の
古
名
の
ほ
う
は
、
多
仁
と
改
名
さ
れ
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
達
巳
」
の
誤
り
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
ほ
ん
ら
い
同
じ
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
千
寛
字

「
韓
園
史
の
潮
流
」
一
二
八
頁
参
照
。

(
同
山
〉
多
仁
豚
の
古
名
「
逮
巳
豚
」
に
つ
い
て
、
地
理
志
に
は
「
或
い
は
多

巳
と
云
う
」
と
い
う
分
註
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
逮
H

多
と
み
て

よ
い
。
ま
た
、
大
丘
豚
の
古
名
「
逮
句
火
豚
」
か
ら
は
、
大
H
遼
と
み

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
逮
巳
」
は
「
多
巳
」
「
大
巳
」

に
『
通
じ
る
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。
「
巳
」
と
「
沙
」
は
現
代
音
で
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

(
印
)
梁
桂
東
氏
は
「
馬
利
豚
」
に
あ
て
る
が
(
註
(
侃
〉
参
照
〉
、
そ
れ
よ

り
は
「
蚊
火
良
豚
」
が
近
い
と
恩
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
「
馬
利
勝
」
が

正
し
い
と
し
て
も
、
想
定
し
た
ル
l
ト
上
に
位
置
す
る
こ
と
は
同
じ
で

あ
る
。

(
均
)
末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
二
四
二
頁
。
な
お
、
小
倉
進
卒
『
郷
歌

及
び
吏
讃
の
研
究
』
は
「
獅
子
の
曲
で
あ
ら
う
」
(
二
ハ
頁
)
、
梁
柱
東

『
増
訂
古
歌
研
究
』
は
「
獅
子
舞
に
使
用
さ
れ
た
祭
曲
」
会
ご
頁
〉

と
す
る
。

(
九
〉
末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
二
四
二
頁
。

(

η

)

鮎
貝
房
之
進
『
日
本
書
紀
朝
鮮
地
名
孜
』
三
二
四
J
一
一
一
一
一
六
頁
・
上

一
五
九
丁
裏
J
一
六

O
丁
裏
。

(η
〉
さ
ら
に
コ
ニ
園
遣
事
』
各
五
・
勿
稽
子
僚
に
み
え
る
浦
上
八
園
の
一

つ
「
保
羅
園
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
保
羅
園
の
位
置
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に
つ
い
て
は
、
『
遣
事
』
の
分
註
に
「
疑
う
ら
く
は
設
羅
か
。
今
の
羅

州
な
り
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
遡
蛍
で
は
な
い
。
三
品
彰
英
氏
は
、

「
閤
城
附
近
の
保
寧
郷
(
輿
地
勝
質
、
固
城
古
跡
H

原
註
)
な
ど
も
そ

の
推
定
地
の
一
つ
と
な
り
得
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
未
詳
と
し
て
置
く
」

と
す
る
(『
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
詮
上
谷
』
一
七
三
頁
)
。

(
九
)
『
新
増
東
園
輿
地
勝
覧
』

単位
=
二
・
昆
陽
郡
・
古
跡
に
「
河
邑
慶

Mm」
が
み
え
る
。
た
だ
し
、
位
置
は
示
し
て
い
な
い
。

(
お
)
李
丙
燕

「洛
東
江
流
域
刻
，

地

理

斗

上

・
下
加
羅」

一一一

O
一一一
J
三

O
四
頁
。
な
お
同
氏
謬
註
『
三
園
史
記
図
誇
篇
』
五

O
七
頁
で
は
、
上

加
羅
都
を
金
官
圏
、
下
加
盟
鵬
都
を
大
加
耶
園
と
し
て
い
る
が
、
誤
植

ム
μ

(叩山)

梁
柱
東

『
嶋
崎
訂
古
歌
研
究
』
一一一
O
J一一一一頁。

(
け
)

『
三
園
史
記
』

巻

一
・
新
羅
本
紀

一
・
婆
裟
尼
師
今
二
九
年
(
一

O

八
)
係
。
地
理
志
一

で
は
「
大
良
」
「
大
耶
」
と
す
る
が
、
「
多
羅
」

と
一一耳目
、通
で
あ
る
。

(
叩
巾
)
鮎
貝
房
之
進
『
日
本
書
紀
朝
鮮
地
名
放
』
に
よ
れ
ば
、
「
所
居
」
「
邑

旦
」
の
義
と
い
う
(
五
八

O
頁

・
下
一
一
一
丁
一
袋
)
。

(
乃
)
玉
田
古
墳
群
の
愛
掘
は
、
一
九
八
五
年
一
一
月
以
来
、
慶
向
大
皐
校

博
物
館
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
に
、
慶
筒
大
息
校
博

物
館
調
査
報
告
第
1
輯
『
険
川
玉
田
古
墳
群
1
次
設
掘
調
査
紙
報
』

(
同
博
物
館
、

E

日
州
、
一
九
八
六
年
七
月
)
、
同
第
3
勝
『
欧
川
玉
田

古
墳
群
I

木
榔
墓
』

(
慶
尚
南
道
、
昌
原
、
一
九
八
八
年

一
二
月
)

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
副
葬
品
の
内
容
か
ら
み
て
、
首
長
級
の
古

墳
を
含
む
古
墳
群
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
帥
)
現
在
の
多
一
羅
里
が
嘗
時
の
多
羅
園
の
中
心
地
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け

で
は
な
い
。
中
心
地
は
や
は
り
玉
田
古
墳
群
に
つ
づ
く
城
山
里
あ
た
り

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
土
域
社
も
あ
る
。
多
羅
里
の
名
は
、
一
帯
が
多

羅
園
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
た
ま
た
ま
そ
の
な
か
の

一
村
名
に
遺
存
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

(

h

m

)

伶
肢
が
大
加
耶
図
の
悶
有
名
で
あ
る
こ
と
は
、
金
泰
槌

「
5
川
汁

一平吐

大
加
耶
叫
「
叫
三
社
叶
叫
吐
研
究
」
が
初
め
て
指
摘
し
た
。

わ
た
し
も
そ
れ
を
支
持
す
る
が
、
従
来
、
伴
肢
に
比
定
し
て
き
た
星
州

の
古
名

「
木
彼
」
と
の
関
連
の
追
究
が
な
お
不
十
分
で
あ
り
、
議
論
の

除
地
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
は
、
別
稿
で
詳
述
す
る
。

(
回
)
百
済
の
全
羅
南
道
南
部
進
出
に
つ
い
て
は
、
東
潮
・
田
中
俊
明
編
者

『
韓
園
の
古
代
遺
跡
2

百
済

・
伽
耶
篇
』
一
八
一

J

一
八
二
頁
参

照
。
千
寛
字
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
単
位
九

・
神
功
掻
政
四
年
(
干
支
二

運
修
正
し
て
三
六
九
年
)
の
比
利
・
居
中

・
布
蒲
支

・
宇
古
四
邑
の
降

伏
記
事
そ
の
他
を
、
百
済
主
陸
に
置
き
換
え
た
う
え
で
、
三
六
九
年
首

時
、
全
羅
南
道
ま
で
百
済
領
と
な
っ
た
と
み
る
が
(
「
復
元
加
耶
史
」

中
九
一
ム
ハ
J
九
一
八
頁
)
、
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。

(
回
)
卒
野
邦
雄
「
縫
位

・
欽
明
朝
の
図
際
関
係
」
一
九
二
J
一
九
六
頁
。

(
制
)
金
泰
植
「
5
州
オ

-一
平
吐
大
加
耶
判
昔
、
延
州
司
せ
研
究
」

九
O
J九
O
頁。

(
お
)
註
(
臼
)
に
示
し
た
よ
う
に
、
『
梁
職
貢
岡
』
百
済
圏
使
篠
に
「
上
巳

文
」
(
上
己
文
〉
が
み
え
る
が
、
そ
こ
で
は
「
斯
羅
」
(
新
羅
)
や
「
加

羅
」
(
大
加
耶
)
と
な
ら
ん
で
、
百
済
に
「
附
す
」
「
努
ら
の
小
園
」

の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
ぶ
ん
五
二
一
年
の
百
演

の
梁
へ
の
使
者
が
費
し
た
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
斯
薙
」

が
百
済
に
附
す
、
と
い
う
の
は
、
そ
の
と
お
り
事
賓
と
は
認
め
ら
れ
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ず
、
百
済
の
政
治
的
主
張
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
て
を

同
様
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
上
己
文
」

が
そ
れ
と
な
ら
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の

時
黙
で
な
お
領
有
化
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

と
1''

。

797 

(
前
)
従
っ
て
、
加
耶
琴
の
作
製
は
、
四
七
九
年
か
ら
五
一

O
年
頃
ま
で
の

開
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
子
動
に
作
曲
を
命
じ
た
時
貼
に
近
い
ほ
う

を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
南
斉
遺
使
の
四
七
九
年
か
ら

は
か
な
り
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
た

い
。
正
倉
院
北
倉
に
俸
わ
る
二
張
の
新
羅
琴
は
、
加
耶
琴
が
新
羅
に
俸

わ
り
、
新
羅
で
定
着
し
て
の
ち
に
日
本
に
舶
載
さ
れ
た
た
め
の
よ
び
名

で
あ
り
、
ほ
ん
ら
い
加
耶
琴
で
あ
る
こ
と
は
廉
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
裏
板
を
つ
け
ず
、
羊
の
耳
の
形
を
し
た
緒
留
め
が
あ
る
と
い
う
特

徴
を
も
ち
、
そ
の
黙
で
中
園
祭
と
大
き
な
差
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
た
め
例
え
ば
林
謙
三
氏
は
、
羊
耳
形
の
緒
留
め
の
源
流
と
し
て
辰
韓

の
葱
を
想
定
し
、
そ
れ
が
「
伽
耶
に
俸
わ
り
伽
耶
で
大
成
し
、
そ
こ
で

生
れ
た
楽
曲
と
共
に
新
羅
で
も
て
は
や
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
伽
耶
滅
亡

の
悲
劇
を
め
ぐ
っ
て
嘉
賞
王
創
作
の
俸
設
を
生
じ
た
も
の
」
と
い
う
解

穆
ま
で
尊
き
だ
し
て
い
る
令
正
倉
院
祭
器
の
研
究
』
二
八

0
1二
八

一
一
良
)
。
林
氏
の
こ
の
よ
う
な
解
穫
は
、
註
(
臼
)
で
記
し
た
よ
う
に
、

嘉
悉
王
の
嘗
時
に
は
す
で
に
中
閣
で
十
三
絃
讐
が
行
な
わ
れ
て
い
た
に

も
拘
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
繭
翌
日
の
十
二
絃
容
の
影
響
を
受
け
て
い
る
、

と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
子
勧
史
料
に
射
す

る
不
信
感
の
一
因
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
前
提
が
正
し
く
な
い
こ
と

は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
決
し
て
俸
設
と
し
て
扱
う
ベ

き
で
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
そ
の
黙
は
さ
て
お
き
、
加
耶
琴
が
中
園
響
と
構
造
的
に
大
き
く
異

な
る
こ
と
は
、
注
目
し
て
よ
い
。
現
賓
に
加
耶
琴
は
、
そ
の
よ
う
に
作

製
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
園
管
の
単
な
る
模
倣
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
羊
耳
形
の
緒
留
め
の
源
流
が
俸
統
的
な
も
の
に
あ
る

に
せ
よ
、
あ
る
い
は
新
た
な
着
想
に
よ
る
に
せ
よ
、
南
斉
に
お
い
て
行

な
わ
れ
て
い
た
十
二
絃
琴
に
な
ら
い
つ
つ
、
そ
れ
を
大
幅
に
改
造
し
た

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
時
間
の
経
過
の
あ
と
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

(
肝
)
三
谷
陽
子
『
東
ア
ジ
ア
琴
・
箸
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
子
勤
は
三
人

に
琴
・
歌
・
舞
を
俸
授
し
た
と
あ
る
か
ら
、
「
子
動
が
俸
え
た
音
楽

は
、
伽
仰
琴
の
濁
奏
曲
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
伽
郷
琴
を
伴
奏
と
す

る
歌
あ
る
い
は
舞
の
音
祭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
い
う
〈
二

六
六
頁
)
。
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
子
動
は
琴
・
歌
・
舞
を
一
一
慢
の

も
の
と
し
て
、
新
作
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
郎
〉
沓
く
は
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇
一別
下
・
吉
田
連
僚
に
み
え
る

「
己
波
」
と
同
じ
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
「
己
波
」
は
甘
文
小
園
〈
い

ま
の
慶
向
北
道
金
陵
郡
関
寧
面
〉
を
指
す
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
に
針

し
、
『
括
地
志
』
の
「
基
波
河
」
を
根
擦
に
、
婚
津
江
流
域
設
を
初
め

て
提
唱
し
た
の
が
、
今
函
館
「
己
放
伴
披
考
」
で
あ
る
。
今
西
氏
は
、

婚
津
江
上
流
に
あ
た
る
南
原
に
古
名
「
古
龍
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
己
波

と
同
語
で
あ
る
と
し
て
、
南
原
設
を
主
張
し
た
(
三
八
八

J
三
九

O

頁
)
。
そ
の
後
は
千
寛
{
子
氏
が
甘
文
小
園
設
を
と
る
の
を
別
に
し
て

(
「
復
元
加
耶
史
」
下
一
一
一
一
J
e
t
-
-

五
頁
)
、
こ
れ
が
定
着
し
て
き
た

感
が
あ
る
が
、
近
年
、
金
泰
植
氏
は
、
商
読
を
批
剣
し
た
上
で
新
た
に
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任
震
設
を
主
張
し
て
い
る
(
「
5
州
、
汁
卒
吐
大
加
耶
判
官
、
祖
叫

叫
が
』
研
究
」
七
八
J
八
七
頁
)
。
そ
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
山
尾
幸
久

氏
は
、
「
嶋
津
江
の
河
口
の
お
そ
ら
く
河
東
郡
が
己
放
で
」
あ
る
、
と

す
る

Q
古
代
の
日
朝
関
係
』
一
三
三
頁
)
。

〔
引
用
文
献
一
党
〕

(
著
者
五
十
音
順
。
韓
園
の
論
文
も
日
本
語
一
一
耳
目
で
配
列
す
る
)

東
潮
・
田
中
俊
明
編
箸
『
韓
園
の
古
代
遺
跡
2

百
済
・
伽
耶
篇
』
(
中
央

公
論
祉
、
一
九
八
九
年
二
月
〉

鮎
貝
房
之
進
『
日
本
書
紀
朝
鮮
地
名
孜
』
(
同
氏
『
雑
孜
』
第
七
輯
上
容
・

下
巻
。
図
書
刊
行
禽
〔
一
九
七
一
年
一
月
〕
復
刻
に
よ
る
。
初
刊
は
朝
鮮

印
刷
株
式
曾
位
、
京
城
、
一
九
三
七
年
四
月
・
七
月
。
併
せ
て
そ
の
丁
数

も
示
す
)

池
内
宏
「
百
済
滅
亡
後
の
動
飢
及
び
唐
・
羅
・
日
一
一
一
園
の
関
係
」
(
『
瀬
鮮
史

研
究
上
世
第
二
朋
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

O
年
六
月
。
初
出
は
『
満
鮮

地
理
歴
史
研
究
報
告
』
第
一
四
加
、
東
京
帝
園
大
皐
文
科
大
摩
、
一
九
一
一
一

四
年
六
月
〉

池
内
宏
『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
』
〈
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七

O
年

八
月
復
刊
。
初
刊
は
近
藤
害
応
、

一
九
四
七
年
八
月
)

井
上
秀
雄
『
新
羅
史
基
礎
研
究
』
(
東
出
版
、
一
九
七
四
年
二
月
)

今
西
館
『
大
正
六
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
(
朝
鮮
総
督
府
、
京
城
、
一
九
二

O
年
)

今
西
組

「加
羅
碩
域
考
」
(
同
氏
『
朝
鮮
古
史
の
研
究
』
近
淳
書
応
、
京
減
、

一
九
三
七
年
四
月
。
初
出
は
『
史
林
』
四
谷
三
鋭
・
四
抗
、
一
九
一
四
年

七
月
・
八
月
〉

今
西
飽

「
己
波
伴
肢
考
」
(
同
氏
『
朝
鮮
古
史
の
研
究
』
〔
同
前
〕
。
初
出
は

『
史
林
』
七
各
四
抜
、

一
九
二
二
年
一

O
月
)

日
前
田
正
幸
「
六
世
紀
前
期
の
日
朝
関
係
」
(
『
朝
鮮
史
研
究
舎
論
文
集
』
一
一

集、

一
九
七
四
年
三
月
。
朝
鮮
史
研
究
舎
編
『
古
代
朝
鮮
と
日
本
』
〔
龍

渓
書
合
、
一
九
七
四
年
一

O
月
〕
に
も
所
枚
)

大
山
誠
一
「
所
謂
『
任
那
日
本
府
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
中
(
『
古
代
文
化
』

三
二
巻
二
続
、
一
九
八

O
年
一
一
月
〉

小
倉
準
卒
『
郷
歌
及
び
吏
識
の
研
究
』
(
京
城
帯
園
大
皐
法
文
風
宇
部
紀
要
第

一
、
一
九
二
九
年
)

鬼
頭
清
明
「
加
羅
諸
園
の
史
的
援
展
に
つ
い
て
」
(
同
氏
『
日
本
古
代
園
家

の
形
成
と
東
ア
ジ
ア
』
校
倉
書
房
、
一
九
七
六
年
六
月
。
初
出
は
『
朝
鮮

史
研
究
曾
論
文
集
』
一
一
集
、
一
九
七
四
年
三
月
。
朝
鮮
史
研
究
曾
編

『
古
代
朝
鮮
と
日
本
』
〔
龍
渓
書
合
、
一
九
七
四
年
一

O
月
〕
に
も
所
枚
)

金
泰
植

「
5
川
オ
竿
吐
大
加
耶
剖
「
叫
亘
社
刊
叫
せ
研
究
」
(
『
韓
園

ゅ
ん
論
』
ロ
、
ソ
ウ
ル
大
皐
校
人
文
大
皐
園
史
阻
学
科
、
一
九
八
五
年
二
月
〉

坂
元
義
種
「
五
王
の
世
紀
」
(
上
田
正
昭
編
『
日
木
史
〈
1
)
古
代
』
有
斐
閣
、

一
九
七
七
年
一
一
月
〉

朱
甫
敵
「
加
耶
滅
亡
問
題
州
吋
せ
一
考
察
」
(
『
慶
北
史
摩
』
四
輯
、
大

郎
、
一
九
八
二
年
二
月
〉

末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
〈
吉
川
弘
文
館、

一
九
五
六
年
復
刊
。
初
刊
は

大
八
洲
出
版
、

一
九
四
九
年
二
月
)

千
寛
宇
「
韓
園
史
の
潮
流
」
(
井
上
秀
雄
・
旗
田
鋭
編
『
古
代
日
本
と
朝
鮮

の
基
本
問
題
』
〔
厚
生
位
、

一
九
七
四
年
一
一
月
〕
所
枚
抄
詩
。
初
出
は

『
新
東
亜
』

一
九
七
二
年
二
一
月
読

t
一
九
七
三
年
二
月
鋭
、
ソ
ウ
ル
〉

千
寛
字
「
復
元
加
耶
史
」
上
(
『
文
皐
ヰ
知
性
』
一
一
八
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
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七
年
五
月
〉
中
ハ
同
二
九
、
同
年
八
月
)
下
(
同
コ
二
、

月〉

全
策
来
「
百
済
南
方
境
域
司

祭
遷
」
(
千
寛
字
先
生
還
暦
紀
念
韓
園
史
拳

論
叢
刊
行
委
員
曾
編
『
千
寛
字
先
生
還
暦
紀
念
韓
園
史
拳
論
叢
』
正
普
文

化
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
五
年
一
二
月
)

武
田
幸
男
「
員
興
王
代
に
お
け
る
新
羅
の
赤
滅
経
営
」
(
『
朝
鮮
皐
報
』
九
三

斡
、
一
九
七
九
年
一

O
月〉

田
中
俊
明
「
大
加
耶
連
盟
の
成
立
と
展
開
」
(
朝
鮮
古
代
研
究
舎
編
『
加
耶

史
の
新
調
貼
』
一
九
九

O
年
愛
行
預
定
〉

津
田
左
右
吉
「
任
那
彊
域
考
」
(
『
津
田
左
右
士
ロ
全
集
』
一
一
巻
、
岩
波
書

応
、
一
九
六
四
年
八
月
。
初
出
は
同
氏
『
朝
鮮
歴
史
地
理
』
て
南
浦
洲

鍛
道
株
式
舎
位
、
一
九
一
三
年
二
月
)

那
珂
遁
世
「
加
羅
考
」
(
同
氏
『
外
交
縛
史
』
〔
岩
波
書
庖
、
一
九
五
八
年

二
月
〕
巻
之
二
「
朝
鮮
古
史
考
」
第
一
四
章
。
初
出
は
『
史
皐
雑
誌
』
七

巻
三
・
五
鏡
、
一
八
九
六
年
三
・
五
月
〉

白
承
忠
『
1
1
3
州
、汁
井
、
咋
d
q
同『

4

4
有
斗
ユ
-
与
叶
』
(
一
九
八

九
年
度
釜
山
大
塵
校
史
皐
科
碩
士
論
文
〉

林
謙
三
『
正
倉
院
楽
器
の
研
究
』
(
風
間
書
房
、
一
九
五
四
年
六
月
)

卒
野
邦
雄
「
縫
鐙
・
欽
明
朝
の
園
際
関
係
L

(

同
氏
『
大
化
前
代
政
治
過
程

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
六
月
〉

問
徳
植
「
高
句
麗
判
道
西
豚
城
考
」
(
『
史
皐
研
究
』
一
ニ
ム
ハ
説
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
八
三
年
四
月
)

前
閲
恭
作
コ
ニ
韓
古
地
名
考
補
正
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一
一
一
六
編
七
貌
、

一
九
七
八
年
二

九

799 

五
年
七
月
〉

三
品
彰
英
『
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
詮

九
六
二
年
一
一
月
〉

三
谷
陽
子
『
東
ア
ジ
ア
琴
・
等
の
研
究
』
(
全
音
祭
譜
出
版
社
、

年
六
月
)

村
上
四
男
「
金
官
園
の
世
系
と
卒
支
公
〈
率
友
公
)
」
(
『
朝
鮮
民
平
報
』
一
一
一
・

二
二
合
輯
、
一
九
六
一
年
一

O
月
)

山
尾
幸
久
『
日
本
古
代
王
様
形
成
史
論
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
八
三
年
四
月
)

山
尾
幸
久
『
古
代
の
日
朝
閥
係
』
(
塙
書
房
、
一
九
八
九
年
四
月
)

李
丙
熊
誇
註
『
三
園
史
記
図
書
篇
』
〈
乙
酉
文
化
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
七

年
七
月
)

李
丙
熊

「
洛
東
江
流
域
判
地
理
斗
上
・
下
加
羅
」
(
同
氏
『
韓
園
古
代

史
研
究
』
博
英
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
六
年
三
月
。
日
本
語
版
、
祭
生

社
、
一
九
八

O
年
一
一
一
月
)

梁
柱
東
『
櫓
訂
古
歌
研
究
』
(
一
潮
閣
、
ソ
ウ
ル
、 土

谷
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九
八

O
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一
九
七
五
年
二
月
)

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
一
九
八
九
年
九
月
二
日
に
い
っ
た
ん
脱
稿
し
た
の
ち
、

同
九
日
の
朝
鮮
史
研
究
舎
閥
西
部
曾
例
舎
に
お
い
て
そ
の
内
容
を
報
告

し
た
が
、
席
上
、
北
村
秀
人
先
生
や
士
山
村
哲
男
氏
を
は
じ
め
と
し
て
い

く
つ
か
の
有
盆
な
ど
教
示
を
得
た
た
め
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
一
部
改
稿

し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
爾
氏
は
じ
め
例
曾
参
加
の
諸
氏
に
感
謝
の
晶
一
恵
を

表
し
て
お
き
た
い
。



3.

　

Jun-qi-shan浚稽山= Yeke borda aj'ula and
Bara bo;-da arula which.

　　

are to the north of Ju-yan-hai居延海.

4.

　

Zhｕｏ-ｙａ-sｈａｎ琢邪山=Tost arula, which is north
of Ju-yan‘hai 飢d

　　

south of Jun-qi-shan.

5. Qi-luo-shan稽落山= Gkirtu boro arula゛
Tin-wei-shan 金微山. Si-qu-

　　

bi-di-hai私渠比鞘海= Sirrul belciger. Hei-shan黒山=
Qararcin arula,

　　

which is north of Koke qota. Da-e-shan大峨山＝Ｄａ胆胆ｎ
del arula,

　　

which is north of Ulad emiine qosi7-un烏拉特前旗.
Ruo-luo-shui弱

　　

洛水= Sira ularan t-ouI, which is the riverhead of the
Torula river.

　　

Li-shui栗水＝Ｏｎｇｇｉｎγｏｕl.Ｔｕ･yuan-shui冤園水=Tui yin 7'oul.

6.

　

Yan-ran-shan燕然山= Tngri ejen arula = Qan訂ai arula.

7.

　

Xiong-nu-he-shui匈奴河水= Onggin 7-oul. Xi-hai西海= OroγnayuT.

　　

Fu-ju-jing浮荒井= Zha-ge-su･zhi-jing札格蘇治井(？)．

MUSIC COMPOSED BY ULUK于勒AND ITS RELATIONSHIP

　　

WITH THE TAEGAYA LEAGUE 大加耶連盟,AN EARLY

　　　　

LEAGUE OF STATES IN　SOUTHERN KOREA

Tanaka Toshiaki

　　

As ａtalented composer of music for the kayago 加耶琴(a kind of zither)

also called kayagum, the name　of Ｕ諮k is widely known. In general,

the historicalrecords associated with U岫k have been interpreted from ａ

folk-talepoint of view. By re-eχamining these historicalrecords we can

come to understand the background and significance　ofthe kayago and

the music written for it.

　　

In the period from the third to the siχthcentury, Kaya加耶existed

as ａ group of small, independent states in the southern part of the

Korean

　

peninsula. However, in the　47O's, centering　on　the　state　of

Taegaya大加耶, (present day Koryong), a league was formed by these

states. I have　named this the Taegaya League. The twelve pieces of

music ｃｏ°posedby Ｕ昆k have ｌ strong relationship with the Taegaya

League｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



　　

King Kasil 嘉悉王of Taegaya was the person behind the formation

of this league･ He established diplomatic relations with the Southern Qi

dynasty, and created the kayago, modelling it on the zheng 筝of the

Southern Qi. He then summoned ＵＩ£ik,who was from one of the League's

member states,and commanded him to compose some music. Folk songs

etc. of all the member states were collectedand based on these, the twelve

pieces of music were written. Since the names of the states were used

in the titltsof the music, we are able to determine the names　of the

League's member btates.At the same time, since this　music　was one of

the means used to createａ unified league, we have come to understand

that it also had ａ，･ervstrong politicalsignificance.

THE RELATIVES OF IMPERIAL CONSORTS AND

　

THE BUREAUCRACY IN THE SECOND HALF

　　　　　　　　

OF THE FORMER HAN

FUJITA Takao

　　　

In order to comprehend the political power of the relatives of imperial

consorts外戚which emerges in the second half of the Former Han, it

is indispensable to examine the character and function of inner court 内

朝which is distinctive of the bureaucracy in the Former Han period.

　　　

The officials of this inner coterie maintain their original character as

the attendants close to the emperor, which was　bestowed upon them in

Wu-ti武帝era. The inner court is characterized by undifferentiated official

duties

　

and absence of hierarcl!ical order. The members of inner court

consist of two types of officials: one type is those who have ａ promising

talent and the other is those who have close relationship to the emperor,

namely the nobility. The noble group is supervised by one of the relatives

of imperial consorts who has both titles of Commander-in-chief 大司馬and

General将軍. He brings the ties of blood into the inner court which

served the emperor individually in its origin.

　　　

As the bureaucracy develops for the dictatorship of the emperor, the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－
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